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令和元年12月定例会日程 

                                          

日 次 月  日 摘         要 

第１日 12月２日（月） 

 委員長の互選 

 副委員長の互選 

 委員席の指定 

第２日 12月16日（月） 

審査日程の決定 

農林課、農業委員会事務局審査 

  議案乙第30号 

〔説明、質疑〕 

 陳 情 

  陳 情第22号 

〔協議〕 

 商工振興課審査 

  議案乙第30、33号、議案甲第56号 

〔説明、質疑〕 

 上下水道局審査 

  議案乙第32、34、35号、議案甲第55号 

〔説明、質疑〕 

 報 告（上下水道局） 

  鳥栖市上下水道局架空発注等検証委員会について 

〔報告、質疑〕 

建設課、維持管理課審査 

議案乙第30号、報告第７、８号 

〔説明、質疑〕 

 都市計画課審査 

  議案乙第30号 

〔説明、質疑〕 
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日 次 月  日 摘         要 

第２日 12月16日（月） 

 国道・交通対策課審査 

  議案乙第30号 

〔説明、質疑〕 

第３日 12月18日（水） 

 現地視察 

  曽根崎町ほか水路しゅんせつ工事箇所（曽根崎町） 

 自由討議 

 議案審査 

  議案乙第30号、議案乙第32号～35号、 

議案甲第55、56号 

〔総括、採決〕 

 建設経済常任委員会の閉会中の継続審査の件 

〔採決〕 
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12月定例会付議事件 

                                           

１ 市長提出議案 

                                           

〔令和元年12月16日付託〕 

 議案甲第55号 鳥栖市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の 

一部を改正する条例                     〔可決〕  

 議案甲第56号 財産（土地）の処分について                 〔可決〕  

 議案乙第30号 令和元年度鳥栖市一般会計補正予算（第４号）         〔可決〕  

 議案乙第32号 令和元年度鳥栖市農業集落排水特別会計補正予算（第１号）   〔可決〕  

 議案乙第33号 令和元年度鳥栖市産業団地造成特別会計補正予算（第２号）   〔可決〕  

 議案乙第34号 令和元年度鳥栖市水道事業会計補正予算（第１号）       〔可決〕  

 議案乙第35号 令和元年度鳥栖市下水道事業会計補正予算（第１号）      〔可決〕  

〔令和元年12月18日 委員会議決〕  

２ 報 告 

                                           

報告第７号 専決処分事項の報告について 

報告第８号 専決処分事項の報告について 

鳥栖市上下水道局職員架空発注等検証委員会について（上下水道局） 

                                           

３ 陳 情 

                                           

 陳情第22号 令和元年気象災害対策に関する要望書              〔協議〕  

                                           

４ その他 

         

 委員長の互選                       〔令和元年12月２日互選〕  

 副委員長の互選                      〔令和元年12月２日互選〕  

 委員席の指定                       〔令和元年12月２日指定〕  

 建設経済常任委員会の閉会中の継続審査の件               〔継続審査〕  

                              〔令和元年12月18日決定〕  
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令和元年12月２日（月） 
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１ 出席委員氏名 

 

  委 員 長  松隈 清之 

  副委員長  西依 義規 

  委  員  小石 弘和  齊藤 正治  内川 隆則 

古賀 和仁  飛松 妙子 

 

２ 欠席委員氏名 

 

  な  し 

 

 

３ 出席した議会事務局職員の職氏名 

 

  議事調査係主事  古賀 隆介 

 

４ 日程 

 

  委員長の互選 

  副委員長の互選 

  委員席の指定 

 

５ 傍聴者 

 

  な  し 

 

６ その他 

 

  な  し 
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  年長委員の紹介 

                                          

古賀隆介議会事務局議事調査係主事 

皆様、お疲れさまでございます。 

私、建設経済常任委員会の担当書記をしております古賀隆介と申します。 

誠心誠意努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、選任後最初の委員会でありますので、委員会条例第８条第２項の規定により年

長委員が委員長の互選を行うこととなっております。 

本日の出席委員中、小石弘和委員が年長の委員でありますので、御紹介申し上げます。 

小石弘和委員、どうぞよろしくお願いいたします。 

小石弘和委員（年長委員） 

ただいま御紹介をいただきました小石でございます。 

委員会条例第８条第２項の規定により委員長選出まで委員長の職務を行います。 

皆様方の御協力をよろしくお願いいたします。 

                                          

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

                                          

  午後５時23分開会 

                                          

小石弘和委員（年長委員） 

これより、委員会を開会いたします。 

                                          

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

                                          

  委員長の互選 

                                          

小石弘和委員（年長委員） 

早々ですが、委員長の互選を行います。 

委員長は委員会において互選することになっております。 

どういう方法で選任したらよろしいでしょうか。皆さんの御意見を賜りたいと存じます。 

西依義規委員 

指名推選の方法がいいと思います。 
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小石弘和委員（年長委員） 

ただいま、指名推選により選任したらという御意見がありましたが、指名推選によって選

任することでよろしいでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

異議がないようですので、指名推選により委員長を選任することにいたします。 

どなたか推選をお願いいたします。 

飛松妙子委員 

委員長に松隈清之委員を推選いたします。 

小石弘和委員（年長委員） 

ただいま、松隈清之委員を委員長に指名推選する旨の発言がありましたが、議員を委員長

に選任することに御異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

異議なしと認めます。よって松隈清之議員を委員長に選任することに決しました。 

委員長選出まで皆さんには御協力をいただき、ありがとうございました。 

これをもって松隈清之委員長と交代をいたします。 

松隈清之委員長 

ただいま、皆様方の御推選をいただきまして、委員長職を務めることになりました。 

久しぶりの建設経済常任委員会でございますけれども、皆様方の御意見いろいろと賜りな

がら委員会を進めてまいりたいと思いますので、ぜひ御協力のほど、よろしくお願いいたし

ます。 

                                          

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

                                          

  副委員長の互選 

                                          

松隈清之委員長 

それでは、これより副委員長の互選を行います。 

副委員長は委員会において互選することとなっています。 

どういう方法で選任したらよろしいか、皆様方の御意見を賜りたいと思いますが、いかが

でしょうか。 

飛松妙子委員 

委員長を推選したのと同じように、副委員長も指名推選の方法でと思っております。 
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松隈清之委員長 

ただいま飛松委員より、選挙の方法につきましては、指名推選でいかがかということでご

ざいますが、よろしいでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

それでは、選挙の方法につきましては、指名推選で選任することに決しました。 

それでは、どなたか推選をお願いいたします。 

齊藤正治委員 

西依義規議員を推選したいと思います。よろしくお願いします。 

松隈清之委員長 

ただいま、西依義規委員を副委員長に推選する旨の発言がございました。 

西依義規委員を副委員長に選任することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

御異議なしと認めます。よって西依義規委員を副委員長に選任することに決しました。 

西依議員の御挨拶をお願いいたします。 

西依義規副委員長 

副委員長に推していただきましてありがとうございます。 

委員長を補佐して、議会運営を活発にやっていこうと思います。よろしくお願いします。 

松隈清之委員長 

ありがとうございます。 

                                          

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

                                          

  委員席の指定 

                                          

松隈清之委員長 

それでは、次に、委員席の協議になりますので、暫時休憩いたします。 

                                          

  午後５時29分休憩 

                                          

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

                                          

  午後５時29分開会 
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松隈清之委員長 

再開いたします。 

委員席につきましては、ただいま御着席の席を指定いたします。 

                                          

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

                                          

松隈清之委員長 

それでは、以上で本日の委員会を散会いたします。 

                                          

  午後５時30分散会                                
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建設経済常任委員会委員席図 

 

 

                              松隈清之委員長 

 

 

 

 

 

西依義規副委員長                     小石弘和委員 

 

 

    齊藤正治委員                     内川隆則委員 

 

 

    飛松妙子委員                     古賀和仁委員 
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令和元年12月16日（月） 
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１ 出席委員氏名 

 

  委 員 長  松隈 清之 

  副委員長  西依 義規 

  委  員  小石 弘和  齊藤 正治  内川 隆則 

古賀 和仁  飛松 妙子 

 

２ 欠席委員氏名 

 

  な  し 

 

３ 説明のため出席した者の職氏名 

 

  経 済 部 長 兼 上 下 水 道 局 長  古賀 達也 

  商工振興課長兼新産業集積エリア事業推進室長  古沢  修 

  商工振興課参事兼新産業集積エリア事業推進室参事  向井 道宣 

  商 工 振 興 課 長 補 佐 兼 商 工 観 光 労 政 係 長  樋本 太郎 

  商工振興課企業立地係長兼新産業集積エリア事業推進室新産業集積エリア事業推進担当係長  三橋 秀成 

  商工振興課新産業集積エリア事業推進室新産業集積エリア事業推進係長  能冨 繁和 

  経 済 部 次 長 兼 農 林 課 長  松隈 久雄 

  農 林 課 参 事  成冨 光祐 

  農 林 課 長 補 佐 兼 農 政 係 長  佐藤 正己 

  農 林 課 農 村 整 備 係 長  中垣 秀隆 

  農 業 委 員 会 事 務 局 長  倉地 信夫 

  農 業 委 員 会 事 務 局 振 興 係 長  久保山智博 

                                

  上 下 水 道 局 管 理 課 総 務 係 長  小森 敏幸 

  上 下 水 道 局 管 理 課 長 補 佐 兼 業 務 係 長  小川 智裕 

  上 下 水 道 局 事 業 課 長  日吉 和裕 

  上 下 水 道 局 事 業 課 浄 水 場 長  平塚 俊範 

  上 下 水 道 局 事 業 課 水 道 事 業 係 長  桑形  伸 

  上下水道局事業課長補佐兼浄水・水質係長  松雪 秀雄 
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  上下水道局事業課長補佐兼下水道事業係長  中牟田 恒 

 

  建 設 部 長  松雪  努 

  建 設 部 次 長 兼 建 設 課 長  佐藤 晃一 

  建設部次長兼建設課参事兼総務部次長兼庁舎建設課参事  萩原 有高 

  建設課参事兼スマートインターチェンジ推進室長兼維持管理課参事  三澄 洋文 

  建設課スマートインターチェンジ推進室長補佐  庄山 裕一 

  建 設 課 長 補 佐 兼 庶 務 住 宅 係 長  犬丸 章宏 

  建設課長補佐兼整備係長兼スマートインターチェンジ推進室長補佐兼事業係長  杉本 修吉 

  建設課スマートインターチェンジ推進室用地係長  江藤  誠 

  維 持 管 理 課 長  大石 泰之 

  維 持 管 理 課 管 理 係 長  斉藤 了介 

  維 持 管 理 課 維 持 係 長  山下 美知 

  建 設 部 次 長 兼 都 市 計 画 課 長  藤川 博一 

  都 市 計 画 課 長 補 佐 兼 公 園 緑 地 係 長  本田 一也 

  都 市 計 画 課 庶 務 係 長  古澤 貴裕 

  都市計画課計画係長兼鳥栖駅周辺整備推進室長兼整備推進係長  木原 智範 

  国 道 ・ 交 通 対 策 課 長  中内 利和 

  国 道 ・ 交 通 対 策 課 道 路 ・ 交 通 政 策 係 長  増田 義仁 

 

４ 出席した議会事務局職員の職氏名 

 

  議事調査係主事  古賀 隆介 

 

５ 日程 

 

 農林課、農業委員会事務局審査 

  議案乙第30号 令和元年度鳥栖市一般会計補正予算（第４号） 

〔説明、質疑〕 

 陳 情 

  陳 情第22号 令和元年気象災害対策に関する要望書 

〔協議〕 
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 商工振興課審査 

  議案乙第30号 令和元年度鳥栖市一般会計補正予算（第４号） 

  議案乙第33号 令和元年度鳥栖市産業団地造成特別会計補正予算（第２号） 

  議案甲第56号 財産（土地）の処分について 

〔説明、質疑〕 

 上下水道局審査 

  議案乙第32号 令和元年度鳥栖市農業集落排水特別会計補正予算（第１号） 

  議案乙第34号 令和元年度鳥栖市水道事業会計補正予算（第１号） 

  議案乙第35号 令和元年度鳥栖市下水道事業会計補正予算（第１号） 

  議案甲第55号 鳥栖市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の 

一部を改正する条例 

〔説明、質疑〕 

報 告（上下水道局） 

  鳥栖市上下水道局職員架空発注等検証委員会について 

〔報告、質疑〕 

 建設課、維持管理課審査 

  議案乙第30号 令和元年度鳥栖市一般会計補正予算（第４号） 

  報 告 第 ７ 号 専決処分事項の報告について 

  報 告 第 ８ 号 専決処分事項の報告について 

〔説明、質疑〕 

都市計画課審査 

議案乙第30号 令和元年度鳥栖市一般会計補正予算（第４号） 

〔説明、質疑〕 

国道・交通対策課審査 

議案乙第30号 令和元年度鳥栖市一般会計補正予算（第４号） 

〔説明、質疑〕 

 

６ 傍聴者 

 

  な  し 

 

７ その他 
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  な  し 
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午前11時８分開会                                 

                                           

松隈清之委員長 

ただいまから、建設経済常任委員会を開会いたします。 

                                          

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

                                          

  審査日程の決定 

                                          

松隈清之委員長 

初めに委員会の審査日程についてお諮りをいたします。 

あらかじめ正副委員長協議の上、日程案をお手元にお配りさせていただいております。 

建設経済常任委員会に付託されています議案、乙議案が５本、甲議案２本となっておりま

す。それから、報告第７号、８号と陳情の１件となっております。 

審査日程につきましては、本日、経済部からですね。経済部農林課、農業委員会事務局。

その後に商工振興課、裏面入りまして、上下水道局。 

その後に建設部。建設課、維持管理課、都市計画課、国道・交通対策課という順番で、終

われば、きょうで終了いたしまして、あすは予備日。 

18日は現地視察、自由討議、総括、採決というふうに予定をしておりますが、日程につい

てはいかがでしょうか。 

よろしゅうございますか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

それでは、日程につきましては、この案のとおり決したいと思います。 

                                          

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

                                          

松隈清之委員長 

それでは、新しい委員会構成後、初めての審査となりますので、これより職員の皆様の御

紹介をお願いし、その他の職員の方々については各課の議案審査の前に御紹介をお受けした

いと思いますが、よろしいでしょうか。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

どうぞ。 
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古賀達也経済部長兼上下水道局長 

改めまして、おはようございます。 

私、本年７月から経済部長兼上下水道局長を拝命いたしております古賀と申します。 

今後とも議員の皆様の御指導、御鞭撻をよろしくお願いいたします。 

順次、経済部、それから上下水道局の職員の御紹介をさせていただきますけれども、上下

水道局次長兼管理課長の高尾次長のほうが病休のため、欠席をさせていただいております。

御了承のほどよろしくお願いいたします。 

松隈久雄経済部次長兼農林課長 

失礼します。経済部次長兼農林課長の松隈でございます。よろしくお願いいたします。 

倉地信夫農業委員会事務局長 

農業委員会事務局長の倉地です。よろしくお願いします。 

古沢修商工振興課長兼新産業集積エリア事業推進室長 

商工振興課長兼新産業集積エリア事業推進室長の古沢修と申します。どうぞよろしくお願

いいたします。 

日吉和裕上下水道局事業課長 

上下水道局事業課長の日吉でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

小川智裕上下水道局管理課長補佐兼業務係長 

上下水道局管理課長補佐兼業務係長の小川と申します。よろしくお願いいたします。 

松雪努建設部長 

続きまして、建設部でございます。 

私、産業経済部長を２年３カ月務めまして、７月から建設部長ということで拝命して職務

に精励しております建設部長、松雪努でございます。今後とも委員の皆様の御指導、御鞭撻

をよろしくお願いいたします。 

順次、自己紹介をさせていただきます。 

佐藤晃一建設部次長兼建設課長 

建設部次長兼建設課長の佐藤晃一です。よろしくお願いします。 

藤川博一建設部次長兼都市計画課長 

おはようございます。建設部次長兼都市計画課長の藤川です。よろしくお願いいたします。 

大石泰之維持管理課長 

おはようございます。維持管理課長の大石でございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

中内利和国道・交通対策課長 
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国道・交通対策課長の中内です。よろしくお願いいたします。 

                                          

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

                                          

松隈清之委員長 

それと、先ほど日程の中で現地視察の件がございましたので、副委員長のほうから現地視

察について御提案をさせていただきます。 

西依義規副委員長 

おはようございます。 

現地視察の候補は曽根崎町の水路しゅんせつ工事をどうかなと思っています。 

ほかにあれば、私まで本日までにお申しつけください。よろしくお願いします。 

松隈清之委員長 

お願いいたします。 

それでは、引き続き、付託議案の審査に入りますので、準備のために暫時休憩いたします。 

                                          

  午前11時13分休憩 

                                          

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

                                          

  午前11時14分開会 

                                          

松隈清之委員長 

再開します。 

                                          

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

                                          

松隈清之委員長 

審査に入ります前に、部長から一言御挨拶と、農林課及び農業委員会事務局の職員の方々

の御紹介をお受けしたいと思います。 

古賀達也経済部長兼上下水道局長 

改めまして、本12月定例会、建設経済常任委員会におきまして、経済部、上下水道局の御

審議をいただく議案につきましては、甲議案が２件、乙議案が５件、それから陳情１件でご
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ざいます。 

補正予算といたしましては、農林・商工関係で災害復旧関係、上下水道局では維持管理経

費等の補正でございます。 

なお、各会計におきまして人件費の補正をさせていただいております。 

人件費の補正につきましては、人事異動に伴うもの及び今回、国家公務員の給与改定に準

じまして、初任給などの若年層の給料月額の引き上げ、勤勉手当の支給月数の0.05カ月分の

引き上げの給与改定に伴うものでございます。 

以上、よろしく御審議を賜りますようお願いいたします。 

それでは、職員の自己紹介をさせていただきます。 

松隈久雄経済部次長兼農林課長 

農林課の職員について自己紹介を各自させていただきます。 

成冨光祐農林課参事 

おはようございます。農林課参事の成冨でございます。よろしくお願いします。 

佐藤正己農林課長補佐兼農政係長 

おはようございます。農林課長補佐兼農政係長をしております佐藤と申します。どうぞよ

ろしくお願いします。 

中垣秀隆農林課農村整備係長 

おはようございます。農林課農村整備係長中垣と申します。よろしくお願いいたします。 

倉地信夫農業委員会事務局長 

続きまして、農業委員会事務局の職員の紹介をさせていただきます。 

久保山智博農業委員会事務局振興係長 

おはようございます。農業委員会事務局振興係の久保山と申します。よろしくお願いいた

します。 

松隈清之委員長 

ありがとうございます。 

                                           

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

                                          

  農林課、農業委員会審査 

                                          

   議案乙第30号 令和元年度鳥栖市一般会計補正予算（第４号） 
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松隈清之委員長 

それでは、経済部関係議案の審査を始めます。 

農林課及び農業委員会事務局関係議案の審査を行います。 

議案乙第30号 令和元年度鳥栖市一般会計補正予算（第４号）を議題といたします。 

執行部の説明を求めます。 

倉地信夫農業委員会事務局長 

それでは、議案乙第30号 令和元年度鳥栖市一般会計補正予算（第４号）中、農業委員会

事務局、農林課関係分につきまして、委員会資料で御説明いたします。 

資料の２ページをお願いいたします。 

まず、農業委員会事務局関係分について御説明いたします。 

歳出について御説明いたします。 

款６農林水産業費、項１農業費、目１農業委員会費のうち、節３職員手当等及び節４共済

費につきましては、農業委員会職員５名分の給与改定及び人事異動等に伴う補正でございま

す。 

松隈久雄経済部次長兼農林課長 

続きまして、農林課関係分について御説明いたします。 

まず歳入について、主なものについて御説明をいたします。 

４ページをお願いいたします。 

款16国庫支出金、項２国庫補助金、目７災害復旧費国庫補助金、節１農林水産施設災害復

旧費国庫補助金につきましては、７月及び８月豪雨等により発生いたしました災害復旧事業

の国庫補助金でございます。 

内訳としましては、農地１カ所、農業用施設２カ所、林道２カ所でございます。 

詳しくは後ほど歳出のほうで説明をさせていただきます。 

５ページをお願いいたします。 

款17県支出金、項２県補助金、目４農林水産業費県補助金、節１農業費県補助金は営農再

開・草勢樹勢回復等被害対策事業補助金でございまして、７月及び８月豪雨等により被害を

受けました農家の営農再開や、被災農作物の草勢樹勢の回復に要する経費を助成する補助金

でございます。 

続きまして、６ページをお願いいたします。 

款23市債、項１市債、目７災害復旧債、節１農林水産施設災害復旧債につきましては、こ

ちらも７月及び８月豪雨等により発生いたしました災害復旧事業費に対する起債でございま

す。 
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７ページをお願いいたします。 

款23市債、項１市債、目８農林水産業債、節１農業債のうち、県営水利施設整備事業につ

きましては、令和元年度の鳥栖南部地区県営水利施設整備事業費に対する起債でございます。 

次の経営体育成基盤整備事業につきましては、こちらも令和元年度の事業費に対する起債

でございます。 

次の県営防災ダム事業費につきましても、令和元年度事業費に対する起債でございます。 

続きまして、８ページをお願いいたします。 

目２農業総務費のうち、節２給料から節４共済費までの減額につきましては、農林課職員

12名分の給与改定及び人事異動等に伴う補正でございます。 

目３農業振興費、節19負担金、補助及び交付金の営農再開・草勢樹勢回復等被害対策事業

費補助金につきましては、先ほど申し上げた部分の補助金でございます。 

次に、９ページをお願いいたします。 

目５農業生産基盤整備費、節19負担金、補助及び交付金につきましては、県営水利施設整

備事業（鳥栖南部地区）でございますが、この事業費確定に伴う負担金でございます。 

２項目めの県営経営体育成基盤整備事業に対する、こちらも負担金でございます。 

続きまして、目６農村整備費、節28繰出金の減額につきましては、農業集落排水特別会計

に伴う職員１名分の給与改定及び人事異動等に伴う補正でございます。 

続きまして、10ページをお願いいたします。 

項２林業費、目１林業総務費のうち、節２給料から節４共済費までの減額につきましては、

農林課職員１名分の給与改定及び人事異動等に伴う補正でございます。 

続きまして、11ページをお願いいたします。 

款11災害復旧費、項１農林水産施設災害復旧費、目１現年発生公共災害復旧費、節15工事

請負費は、本年７月、８月の豪雨災害復旧工事を補助事業で、農地農業用施設、林道の復旧

工事を行うものでございます。 

目２の単独災害復旧債、節15工事請負費につきましては、単独で復旧工事を行うものでご

ざいまして、内訳としましては主要事項説明書の12ページをお願いいたします。 

こちらのほうに、明細と写真につきましては、九千部山横断線の分をつけさせていただい

ております。 

１点、新たに資料を提出させていただいた分がございます。 

参考資料ということで、２ページにつけさせていただいておりますけれども、井堰の写真

をつけさせていただいております。 

こちらの説明をさせていただきます。 
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こちらにつきましては、先月末に急遽、養父町の河原井堰の一部が崩落しているというこ

とで、地元から災害復旧の要望がございまして、佐賀県と協議を行い、農地農業用施設の災

害査定の日程に急遽追加をしていただくこととなった案件でございます。 

なお、この工事に要する事業費の財源につきましては、別日程で、林道の災害復旧事業分

を計上しておりますけれども、林道の査定が進んでおりまして、この復旧工事内容の見直し

によりまして事業費の減額の査定がございます。 

この予算を与えることにより、この井堰の早期の災害復旧ができるようにしていきたいと

いうことで考えております。よろしくお願いいたします。 

続きまして、予算説明資料の11ページをお願いいたします。 

繰越明許費につきましては、本年７月、８月の豪雨等に伴う農地等の災害復旧工事に関し、

本年度中に工事が完了しない見込みの事業費について、繰り越しを行うものでございます。 

以上、簡単でございますが、説明を終わらせていただきます。 

松隈清之委員長 

説明が終わりました。これより質疑を行います。 

小石弘和委員 

先ほど、養父町の河原井堰の災害、これ金額的にはまだ出てないんでしょうか。 

松隈久雄経済部次長兼農林課長 

金額的には、今査定は受けておりませんけれども、設計段階で540万円程度を予定しており

ます。 

以上でございます。 

小石弘和委員 

減額がそのくらいの金額に値するものか、それをお聞きしたいと思います。 

松隈久雄経済部次長兼農林課長 

減額分といいますと、林道災害査定について減額を受けております。 

この減額の部分につきまして、約600万円の減額査定を受けております。 

以上でございます。 

松隈清之委員長 

ほかに、ありませんか。 

古賀和仁委員 

わからないことがあるんですけど、単独の災害復旧っちゅう場合と、そのほかの災害復旧

っていうのはどういうふうに違うんですか。 

松隈久雄経済部次長兼農林課長 
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基本的に公共で国の補助がある災害につきましては、事業費が約40万円以上という大規模

な部分について、それ未満については単独ということで、市と地元という形になっておりま

す。 

以上でございます。 

古賀和仁委員 

１カ所が40万円以下ということですね。 

これ160万円、何カ所出ているんですか。 

松隈久雄経済部次長兼農林課長 

事業費については、１カ所当たりということになっております。 

単独の部分の３カ所は、３カ所で98万8,000円ということでございまして、農業用施設につ

きましても３カ所で68万7,000円でございます。 

松隈清之委員長 

その場所を聞いているのかな。 

松隈久雄経済部次長兼農林課長 

単独につきまして、農地につきましては、神辺町に２カ所、高速の北側にあるところが、

農地ののり面が崩れた分が２カ所でございまして、あと江島町の福祉施設がございますけれ

ども、それの南側が１カ所でございます。 

それで、施設が３カ所でございますが、神辺のほうが２カ所ということで、これにつきま

しては、大木川ののり面、そこにつないでいる用水路が壊れた分等が２カ所と、永吉町の水

路部分が１カ所でございます。 

古賀和仁委員 

これ、普通災害でも受益者負担というのが幾らかあると思うんですけど、単独と別の場合

はそれぞれ違うんですか。 

松隈久雄経済部次長兼農林課長 

単独につきましては、事業費の半分を市、地元が半分という形になります。 

公共の部分については、原則でございますけれども、国が50、市が25、地元が25。 

施設の場合は、国のほうが65、残りを17.5、17.5が原則でございます。 

ただ、今回のように、災害が大きな場合は、激甚ということで、国の補助率が増加をいた

しますので、基本的に今回の予算で上げさせていただいているのは90％の国庫補助というこ

とで上げさせていただいております。 

以上でございます。（「公共はっていうこと」と呼ぶ者あり） 

公共についてはです。すいません。 
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古賀和仁委員 

今回は激甚ということで、全てやっていると考えていいわけですか。 

松隈久雄経済部次長兼農林課長 

公共については、激甚ということで行っております。 

以上でございます。 

齊藤正治委員 

災害復旧の、この工事請負費がずっとあるんですけれども、不落になる可能性っていうの

もあるのかなと思いますけど、その辺どのように。 

この単価は、どのように。 

松隈久雄経済部次長兼農林課長 

これは、もう最近の災害が多発しているということでございまして、確かに不落のおそれ

を、特に去年は感じたんですけれども。 

何とか受けていただいているという形でございまして、不落にならないように、金額的に

はまとめるとかいう形で、施工もしやすいような形を考えながら不落にならないような形で、

早急に復旧ができるような方策を考えていきたいというふうに思っております。 

以上でございます。 

齊藤正治委員 

業者から見積もりを恐らく取ってあると思うんですけれども、業者から見積もり取ったや

つと、査定とのギャップですたいね。 

それを、やっぱり小さくしないと不落になる可能性があるし、あとは、じゃ何でやるかっ

ていう話でしょうけど。 

随契とか、ある程度見積入札、競争入札した場合には、例えば不落になったときはまたや

り直さないかん話でしょうけれども。 

できるだけならないようにしないと災害復旧の目的が、早急に対応しなきゃいけないわけ

で、そこら辺はどのように考えておられるのか。 

成冨光祐農林課参事 

すいません、基本的には、災害復旧の積算につきましては、公共災につきましては、積み

上げをやらせていただいて、工事の請負費の設計額を決めさせていただいておりまして、そ

れに対する査定を受けております。 

あと、単独債、県営の災害等につきましては、県の査定がございますけれども、県の査定

が特に厳しい部分がございまして、その分につきましては、平成30年度の工事につきまして

は、現場に合わせた形で機械工種とか考えて単独費をつけさせていただいております。 
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以上です。 

齊藤正治委員 

昔と違って、こっちがあるからこっちでは、ちょっとね、赤字でもしてからっていうお話

が、いわゆる災害には、特にあったんですけれども、今は人手不足等々もあってなかなか、

やっぱりすぐ対応できないということもあることから考えてみると、随契とかそういったも

のをもう少しきちんと活用しながら、たしか国も災害復旧については、随契の範囲っていう

のは金額的にどういうふうになっているかわかりませんけれども、認めている根拠っていう

のは恐らくあると思います。 

そこら辺は、もう少し柔軟に対応できるように、速やかに災害復旧ができるような体制を

とっていただきたいと思っております。 

よろしくお願いします。 

松隈清之委員長 

不落の原因は、研究というか、されてはいるんですかね。 

松隈久雄経済部次長兼農林課長 

昨年の例で言いますと、農地と林道の分がございますけれども、林道分が単価的には厳し

い部分ございまして、これについては全国的なものがあって、いろんなところで要望がなさ

れ、一部改正も今回されておりますので、そういう単価については、やはり業者等の見積も

りの中で要望が必要な分は、うちからでもお話はしていきたいというふうに思っております。 

以上でございます。 

松隈清之委員長 

ほかにありますか。 

飛松妙子委員 

２年ぶりの建設経済常任委員会に復帰させていただきましたので、昨年の分、豪雨災害が

あって、ことしもあってっていうところで、災害後の復旧作業が去年の分は100％を割ってい

らっしゃるのか。 

それとも、まだ終わっていなくて引き続きやっていらっしゃるのか。 

あと、今年度の災害に対して、予算が何％ぐらいついていらっしゃるのか。例えば、10カ

所あって、半分は予算がつけられていらっしゃるのか。 

今後、どのような計画を立てていらっしゃるのかわかれば教えていただきたいと思うんで

すが。 

中垣秀隆農林課農村整備係長 

平成30年の災害の復旧状況ですけれども、林道の災害復旧につきまして、１路線、２カ所、
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まだ未完了でございます。 

それで、そちらの工事につきましては、今年度内に完了する予定です。 

その他の農地災、林道災につきましては、工事は完了をいたしております。 

以上です。 

松隈久雄経済部次長兼農林課長 

予算につきましては、９月と12月、今回要求させていただいた部分で全部でございます。 

以上でございます。 

松隈清之委員長 

ほかにございますか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

                                           

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

                                           

  陳情第22号 令和元年気象災害対策に関する要望書 

                                           

松隈清之委員長 

続きまして、当委員会に送付されております陳情第22号 令和元年気象災害対策に関する

要望書を議題といたします。 

この際、協議に入ります前に、農林課よりこの陳情に関して、御説明をお願いしたいと思

います。 

佐藤正己農林課長補佐兼農政係長 

農林課関係分の参考資料３ページをお願いいたします。 

令和元年気象災害対策に関する要望書について、具体的な要望に対する関係機関の対応に

ついてということで書いております。 

１番目、農業共済対策につきまして、農業共済組合において損害評価特例措置をお願いす

るということと、早期の支払いという要望が上がっておりますが、農業共済組合において、

損害評価特例措置による損害評価に現在取り組まれております。 

また共済金の支払いについても、共済に確認したところ、早い分でいくと、今月中にお支

払いがあるというふうに聞いております。 

２番目、共同乾燥調製施設経費負担軽減対策につきましては、県におきまして11月議会に

共同乾燥施設災害支援対策事業として、補正予算を計上され、現在審議されているふうに聞

いているところでございます。 
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この対策につきましては、事業主体は農業協同組合であるとか、共同乾燥調整施設利用組

合が直接、県と補助事業の申請等をされて補助をいただくという形になっているというふう

に聞いているところでございます。 

３番目の水稲大豆種子確保及び生産維持対策につきましては、本市におきまして営農再開

対策支援につきましては、現在、事業実施主体であるＪＡさんにおきまして、水稲大豆の種

子に関する集計等を対応されております。 

ですから、ＪＡさんのほうから種子等につきまして支援事業の取り組みを行いますという

ふうに申し出があった場合につきましては、営農再開・草勢樹勢回復対策事業の営農再開部

分の事業といたしまして、３月補正により対応したいと現在考えているところでございます。 

また、県内各市におきまして、同事業による予算化、武雄市はもう既に予算化してありま

すし、鳥栖市、伊万里市、神埼市を除く７市は、もう予算化、または予算化の検討をされて

いるところでございます。 

４番目の園芸・果樹作物対策につきましては、本市は今回12月補正予算で予算計上させて

いただいて、御審議いただいているところでございますけれど、これにつきましても県内各

市におきまして、先ほど言いました、伊万里市と神埼市は３月補正の予算を考えているとい

うことで、あとはもう９月補正予算、その後、今回の12月補正予算で対応されるというふう

に、調査したところ確認いたしております。 

以上でございます。 

松隈清之委員長 

というと、おおむねここに上がっている要望に対しては、対応するというふうに理解を―

―対応される、それは市なのか県なのかは別としても、対応はされるっていうふうに理解し

ていいのかな。 

松隈久雄経済部次長兼農林課長 

県のほうでこの内容について対応されるということで聞いております。 

以上でございます。 

松隈清之委員長 

ということは、ここで要望書の最後のところに、「つきましては、基幹産業である農業の持

続的発展の為、国、県への働きかけをはじめ、貴市町における特例措置等の施策の確立に向

け」と書いてあるんですけど。 

県はやっている、市も何かやってくれという要望ではないわけ、これは。 

だから、県はこう、市は市でこうしてくれっていうことであれば、それに対しては、今の

ところ考えているのか、考えていないのか。 
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松隈久雄経済部次長兼農林課長 

今回、こういう災害があったということで、県のほうがこういう対策をしていただいたと

いうことでございます。 

市のそれに対する上乗せということでございますけれども、現時点では他市の状況を見て、

県の部分だけで対応させていただければというふうに考えております。 

以上でございます。 

松隈清之委員長 

という説明でございます。 

何か執行部にお尋ねしたいこととかございますでしょうか。 

内川隆則委員 

これ、どこから出とると。わからんもん、これじゃあ。 

松隈久雄経済部次長兼農林課長 

この東部地区農政協議会といいますのは、ＪＡのほうが、政治活動を行うときに、直接は

できないということで、別団体でつくられて、そちらの団体ということで聞いております。 

以上でございます。（「農政協議会っちゃ、政治団体やろうもん」と呼ぶ者あり）（発言する

者あり） 

生産組合につきましては、こちらもＪＡの組織でございまして、これについては地域に対

する営農活動とか、そういった部分で、現在も鳥栖市も当然ございますけれども、活動され

ている生産組合の協議会でございます。 

以上でございます。 

松隈清之委員長 

何かございますか。 

飛松妙子委員 

要望書とは違うかもしれないんですが、こういう被害とか、災害とかがあったときに、窓

口としては農林課がいろんな対応をしてくださっているっていうところで、そのことを農家

の皆さんは、第一にどこに相談をされて、それから農林課に来るのか、それとも直接、対応

が、問い合わせとか来るのか、まずその辺を教えていただけますか。 

松隈久雄経済部次長兼農林課長 

私どもとしては、まず地域のことにつきましては、区長さんなり生産組合長さんなりにま

とめていただいて、農林課のほうに来ていただれけば、話も、当然、制度も御存じない部分

がございますので、そういう形でお願いしておりますけれども。直接来られる場合も、もち

ろん当然、そういう対応はさせていただいております。 
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以上でございます。 

飛松妙子委員 

ありがとうございます。 

どこでもそうですが、災害のときの問い合わせの窓口が、わからないっていう声も結構あ

りましたので、災害時は災害時のホームページで、そういう問い合わせ先とか、というとこ

ろを表示と申しますか、広報していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

松隈清之委員長 

それでは、この要望書に対して、各委員さんどのように取り扱っていくか、御意見ありま

すか。 

    〔発言する者なし〕 

今、県内他市町の状況に合わせるという趣旨かな。 

それぞれが、例えば市のほうでも上乗せとかしているところが多ければ、うちもそういう

対応を考えるっていうふうに理解していいのかな。 

松隈久雄経済部次長兼農林課長 

今回の分で調査した中で、やはり武雄市とか、向こうのほうは被害が大きかったというこ

とで、あちらについてはもう早めに独自助成も考えられていた。 

ただ、こちらの東部地区については、県の助成のみという、被害の状況に応じて、そうい

う形をされておりますので、現時点では私どもも同様な形でさせていただきたいというふう

に思っております。 

飛松妙子委員 

済みません、この要望書の中に、品質が大幅に低下しているっていうところで、テレビ等

とかでもあっておりましたが、いろんなところで二級米、二等米っていうんですかね、二等

米、三等米の販売促進をしていただいているのもお見受けしていますので、鳥栖市として、

その辺の支援が何らかしらできればなと思ったんですが、イベントとかがあったらそういう

ところで販売をしていただくとか、何かそういうのはありませんか。 

松隈久雄経済部次長兼農林課長 

現時点で出荷されていますＪＡ等について具体的にどういうことをお願いしたいという話

は聞いておりませんけれども、今後、そういう必要性があれば当然、協議をさせていただく

という形になると思います。 

以上でございます。 

松隈清之委員長 

それでは、鳥栖市だけ極端にいろいろはできんかもしれんけど、周りに合わせた対応を考
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えているということですね。 

という取り扱いを執行部が考えているようでございますが、じゃあこの陳情に関しては、

おおむね趣旨は採択して、という形で、よろしいですかね。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

じゃあ、最終的に、内容としては、正副委員長でまとめまして、どういうふうにお返しす

るか、最終日にまた確認をしたいと思います。 

それでは、以上ですね、ここはね。 

齊藤正治委員 

議案外ですけれども。 

今度、棚田法案が、棚田振興策は通っていると思うんですけれども、中山間地域の支払い

対象地域が、特に河内を初めとする中山間地域の、そういったところの農地、米をつくって

いるところに対する補助が今までと違って、そこの指定をされれば、というような話がある

んですけれども。 

それについては、まだ情報的には、取り組みはされていないんですか。 

佐藤正己農林課長補佐兼農政係長 

現在、河内町がその棚田振興の該当する地域ということで、申請はしております。 

あと、実際、事業に取り組まれるかっていうところで、計画等を立てなきゃいけないんで

すけれども、まだ河内町のほうとそこら辺の詳しい協議等もまだ行っておりませんので、現

在、河内町の御意向も確認しなきゃいけない部分があるかと思います。 

実際、エリアに該当しているっていうのだけは、確認はしております。 

以上でございます。 

齊藤正治委員 

対象地域は河内ダム、河内地区だけ。 

佐藤正己農林課長補佐兼農政係長 

鳥栖市においては、河内町だけになります。 

齊藤正治委員 

あとは、対象にならないとね。 

松隈清之委員長 

よろしいでしょうか。 

    〔発言する者なし〕 

それでは、次が、商工振興課関係議案の審査なんですが、昼食になりますね、もう。 

昼は、午後１時10分からで、よろしいですか。 
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    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

じゃあ、午後１時10分から開くとして、暫時休憩いたします。 

                                          

  午前11時47分休憩 

                                          

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

                                          

  午後１時６分開会 

                                          

松隈清之委員長 

再開いたします。 

                                          

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

                                          

松隈清之委員長 

審査に入ります前に、商工振興課の職員の方々の御紹介をお受けしたいと思います。 

古沢修商工振興課長兼新産業集積エリア事業推進室長 

そうしましたら、商工振興課職員の御紹介をいたします。 

向井道宣商工振興課参事兼新産業集積エリア事業推進室参事 

商工振興課参事兼新産業集積エリア事業推進室参事を拝命しております向井でございます。

御指導よろしくお願いいたします。 

樋本太郎商工振興課長補佐兼商工観光労政係長 

お疲れ様でございます。商工振興課長補佐兼商工観光労政係長を拝命いたしております、

樋本と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

能冨繁和商工振興課新産業集積エリア事業推進室新産業集積エリア事業推進係長   

新産業集積エリア事業推進室新産業集積エリア事業推進係の係長をしております能冨です。

よろしくお願いします。 

三橋秀成商工振興課企業立地係長兼新産業集積エリア事業推進室新産業集積エリア事業推進担当係長 

こんにちは。商工振興課企業立地係長兼新産業集積エリア事業推進係担当係長の三橋と申

します。よろしくお願いします。 

松隈清之委員長 

ありがとうございます。 
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∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

                                          

  商工振興課審査 

                                          

   議案乙第30号 令和元年度鳥栖市一般会計補正予算（第４号） 

   議案乙第33号 令和元年度鳥栖市産業団地造成特別会計補正予算（第２号） 

   議案甲第56号 財産（土地）の処分について 

                                          

松隈清之委員長 

これより、商工振興課関係議案の審査を始めます。 

議案乙第30号 令和元年度鳥栖市一般会計補正予算（第４号）、議案乙第33号 令和元年度

鳥栖市産業団地造成特別会計補正予算（第２号）及び議案甲第56号 財産（土地）の処分に

ついてを一括議題といたします。 

執行部の説明を求めます。 

古沢修商工振興課長兼新産業集積エリア事業推進室長 

12月市議会定例会議案中、商工振興課関係分の主なものについて、一括して御説明いたし

ます。 

委員会資料13ページをお願いいたします。 

歳入でございます。 

目２産業団地造成特別会計繰入金につきましては、後ほど、産業団地造成特別会計にて御

説明いたします。 

その下、目７災害復旧債に関しましては、歳出にて御説明したいと思います。 

次のページ、委員会資料の14ページをお願いいたします。 

歳出でございます。 

目１商工総務費に関しましては、給与改定及び人事異動等に伴う人件費の補正でございま

す。 

その下、目１単独災害復旧費に関しましては、次のページ、委員会資料の15ページ、主要

事項説明書をごらんください。 

７月の豪雨によりまして、西部工業団地の調整池の擁壁が被災したため、復旧工事を行う

ものでございます。 

次のページをお願いいたします。 
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この復旧工事に関しましては、必要な工期が年度内に確保できないため、繰越明許費を設

定することとしております。 

梅雨前の完了を予定しているところでございます。 

次のページ、委員会資料の17ページをお願いいたします。 

引き続きまして、産業団地造成特別会計について御説明いたします。 

西新町にございます西部第二工業用地の売却に伴う歳入でございます。 

売却箇所、面積及び売却先企業などに関しましては、甲議案にて説明を行いたいと思いま

す。 

次のページ、委員会資料の18ページをお願いいたします。 

歳出でございます。 

工業用地の売却に伴いまして一般会計に１億9,761万3,000円を繰り出すこととし、残りは

項１公債費、西部第二工業用地の造成に要した起債元金の繰り上げ償還と利子の償還に充て

ることとしております。 

次に、議案書の28ページをお願いいたします。 

議案甲第56号 財産（土地）の処分について御説明いたします。 

西部第二工業用地を売却するに当たり、市議会の議決を求めるものでございます。 

売却物件につきましては、西新町字所熊1412番４ほか１筆の土地でございます。 

面積は8,953.2平方メートル、売却価格につきましては、２億933万2,000円。 

売却先は、今回売却する用地に隣接する上段の用地を購入され操業中でございます、日本

ホイスト株式会社でございます。 

続きまして、建設経済常任委員会参考資料を開いていただけますでしょうか。 

議案甲第56号 財産（土地）の処分について、資料の２ページをお願いいたします。 

分譲概要についてですが、先ほど申し上げた隣接する上段の用地、これに関しましては、

分譲面積は9,155.45平方メートル、この用地につきましては、平成28年度に、２億590万7,000

円、１平方メートル当たり２万2,500円で日本ホイスト株式会社に売却をしております。 

今回の分譲は下段の用地でございまして、分譲面積8,953.2平方メートル、売却価格は平成

23年の分譲開始時に設定いたしました価格２億933万2,000円、１平方メートル当たりに直し

ますと、２万3,400円となっております。 

次のページ、資料の３ページをごらんください。 

改めまして、売却先の企業は日本ホイスト株式会社。本社は広島県福山市にございまして、

資本金は６億円、従業員数が470名、売上高は、ことしの９月期で約237億円となっておりま

す。 
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主要商品はホイスト、いわゆる巻き上げ機ですね、及びクレーンなどでございまして、国

内トップシェアのメーカーとなっております。 

工場は広島県に３カ所、群馬県の関東工場、愛知県の中部工場、それから、鳥栖市の九州

工場の全６カ所となっております。 

事業計画につきましては、今回購入する用地に延床5,000平方メートルの工場を建設される

に当たりまして、土地２億933万円、建物８億円、設備１億4,200万円、総額約11億5,000万円

の投資を予定されているところでございます。 

事業内容は、クレーンの製造でございまして、ごらんのとおりの雇用を計画されていると

ころでございます。 

当該用地の購入理由といたしましては、九州地区での受注の増加に対応するための工場増

設ということでございます。 

今後の予定に関しましてですけれども、議決後30日以内に売却代金を納付いただきまして、

その納付を確認後、所有権移転登記を行います。 

それから、工場の建設に着手され、令和３年１月の操業開始を予定されているところでご

ざいます。 

次のページ、資料の４ページをお願いいたします。 

日本ホイスト株式会社の主要商品でございますホイスト、巻き上げ機ですね、及びクレー

ンの参考資料でございます。 

以上、説明を終わります。 

松隈清之委員長 

執行部の説明が終わりました。これより質疑を行います。 

齊藤正治委員 

ページを開いていますので、さっきの売買のやつなんですけれども。 

上段のほうも、ホイストさんの土地で２面だと思うんですが、ホイストさんの用地が、の

り面を外したところの平部分だけなのか、のり面下までなのか、そこら辺はどうなっていま

すか。 

古沢修商工振興課長兼新産業集積エリア事業推進室長 

売却してホイストさんの用地になりますのは、のり尻まで入れたところでございます。 

齊藤正治委員 

のり尻っていうのは、１段目の、このグリーン、最初のグリーンですね。 

グリーンの下までということですかね、それと下はずうっといって、調整池は外すんだろ

うと思うんですけれども。 



 

- 40 - 

 

古沢修商工振興課長兼新産業集積エリア事業推進室長 

資料の、この分譲概要のところで申し上げますと、上段の用地に関しましては、薄紫色に

かかっているところの用地が日本ホイストさんの用地でございまして、グリーンの用地につ

きましては、日本ホイストさんの用地ではございません。 

下段のところの分譲の用地についても、赤で囲っているところが今回売却する用地になっ

ております。 

齊藤正治委員 

ということは、のりの部分は、市のほうで管理するという話になってくるんですかね。 

古沢修商工振興課長兼新産業集積エリア事業推進室長 

グリーンのところ等に関しましては、緑地等になっておりまして、こちらのほうで管理を

することとなっております。 

松隈清之委員長 

ほかにございますか。 

飛松妙子委員 

日本ホイスト株式会社様におきましては、鳥栖に進出していただいて、また第２工場を建

設していただくということで、大変ありがたいと思っております。 

そこで雇用の計画が書かれていらっしゃるんですが、現在何人の方が働いていただいて、

そのうち市内の方を雇用されていらっしゃるのかどうか、わかれば教えていただきたいと思

います。 

また、製造されている商品がかなり大きい商品でございますし、業者の車両と申しますか、

どういうものが、乗り入れされてあって、34号線の入り口等、結構幅広く出入り口はあると

は思うんですが、その辺で混雑とか、そういうのがあるのかないのか、わかれば教えていた

だきたいと思うのですか。 

古沢修商工振興課長兼新産業集積エリア事業推進室長 

まず、雇用についてでございますけれども、現在、上段の用地に工場を建てられて操業さ

れてあります。11名の雇用と伺っております。 

市内、市外の内訳については把握をしておりません。 

次に34号線に出るときの混雑を危惧されていらっしゃるというふうなことでございますけ

れども、ごらんのとおり、大型のクレーンの製造となっておりまして、通常は従業員の方が、

通学時間帯を考慮されて通勤をされていらっしゃるマイカーがほとんどでございます。 

ですから、製造が半年とか、１年間とかかけて大型のクレーン等を、つり上げ機等をつく

っておられますので、大型車が頻繁に出入りするっていうことではございませんで、年に数
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回、製品を出荷時等に出入りをすると。 

あと、部品に関しましては、普通のトラック等が、頻繁ではないんですが、材料等の運搬

で出入りをするということでございまして、西新町の区長におかれても、交通のことに関し

ましては、非常に協力をいただいているというふうに御意見をいただいているところでござ

います。 

以上でございます。 

飛松妙子委員 

ありがとうございました。 

今問題なく進んでいるということで、今後も期待をしたいと思っております。 

もう既に、業者関係の選定とかされていらっしゃるか、どのようなスケジュールに今後な

っていくのか教えていただければと思います。 

松隈清之委員長 

繰り越しになっているというのは、今回の予算ですかね。 

今回の予算。まだ、業者はね。 

古沢修商工振興課長兼新産業集積エリア事業推進室長 

今回、繰越明許費を設定しております西部工業団地の調整池の災害復旧でございますけれ

ども、年明けまして入札にかけまして、それから工期が四、五カ月ほど見込んでおります。 

ですので、４月、もしくは５月中には完成をさせたいというふうに思っております。 

以上でございます。 

飛松妙子委員 

ありがとうございます。 

あと、商工振興課として、去年、ことしと災害が発生した分で、復旧ができてないのがま

だあるのかどうか。 

それと、先ほど農林課でも申し上げたんですが、災害時っていろんな窓口が複雑でわから

なかったりとかしていますので、そういう相談窓口とかの災害時にどこが窓口としてやると

いうところの広報、あわせてやっていただきたいなと思うんですが、今まで、どのようなこ

とをされていらっしゃったのか教えていただければと思います。 

古沢修商工振興課長兼新産業集積エリア事業推進室長 

まず、商工振興課所管の施設での復旧していない施設についてはございません。 

次に、災害時にどういった対応というか、窓口対応をしているのかっていう御質問でござ

いますけれども、まずもって商工振興課におきましては、各工業団地等を所管しておりまし

て、企業様からの情報提供の窓口に私どもがなっております。 
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ですので、そういった災害等の発生時には、企業様のほうから私ども、商工振興課のほう

に第一報が入ると。 

それで、それについて全庁的な対応が必要であれば、防災部局でございます総務課なりに

情報提供、情報共有。 

それから、道路やのり面とか、そういったところであれば関係する維持管理課、または、

建設課なりに情報共有を行っているところでございます。 

以上でございます。 

事業所の支援等につきましても私どもの所管となっておりますので、窓口的には商工振興

課が行うことになっております。それと、商工会議所ですね。 

飛松妙子委員 

ありがとうございました。 

災害時は、企業から情報が入るということで今お聞きいたしました。 

あと、それ以外に、商工振興課として企業さんの窓口、あと商工会議所の窓口として受け

付けていただけるとは思うんですが、実際ことしの７月にながの食品さんが被害を受けられ

て、やっぱりどこに相談したらいいのかがわからないっていう声がありまして。 

で、商工会議所にも相談したんだけど、なかなか自分たちの相談したいことに対しての内

容が、知りたい情報が得られなかったというか。 

それで、できたらいろんな窓口、いろんなことを全て相談できるようなところを――どこ

の部署に関してもですね。 

何か１つ、窓口が必要なのかなっていうのをすごく感じまして、今回、総務課、あと税務

課、いろんなところに私もお話を聞かせいただいたんですが、その企業に対しての支援とい

うところが、例えば税務課だったら固定資産税のこういうことがありますとか、そういう情

報が、要は商工振興課とか商工会議所とかで話が提示ができればいいんですけど、なかなか

知りたい情報をうまく伝えられなくて、提示ができなかったりとか、逆に聞けなかったりと

か。 

そこで諦めてしまうっていうところがありましたので、そういう災害時の窓口で、いろん

な情報を聞いたときに、いろんなところの部署の情報を得て、返せるような、そういう相談

窓口というものが今後必要になってくるのではないかなっていうところを非常に感じました

ので、今後の検討として考えていただければなと思います。 

以上です。 

松隈清之委員長 

例えば、水害等で被災した企業がありますっていうのに、損害が出ました、それに対する
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どんな支援があるかの窓口を商工振興課でっていうことかな。 

ということなんですかね。どうですか、今の御意見に対して。 

古賀達也経済部長兼上下水道局長 

飛松委員の御意見といたしまして、困ってある方についてのいろんな情報提供が１カ所で

できるような窓口が必要ではないかというような御意見だったかとは思います。 

当然、それぞれ専門的な制度による支援とか、そういう部分があるかと思いますので、そ

ういう点については防災部局ととも今後話をしていきたいというふうに思っております。 

１カ所でできるのが一番望ましいとは思いますけれども、それぞれ専門分野等もございま

すし、特に事業所への支援とか融資とかということになると商工会議所が窓口になったりし

ますので、そういう部分を含めたところで防災部局のほうとも、今後協議をしてまいりたい

というふうに思っております。 

以上でございます。 

飛松妙子委員 

ありがとうございます。 

あと、もう一つできるのであれば資料ですね。 

企業向けの資料として、こういう支援があるとかいう資料があると、そういう物を提示し

て被災を受けられた方が、それを見てまた行動を起こすことができるのではないかと思うの

で、そういうこともあわせて検討していただければなと思いますが。 

松隈清之委員長 

災害時に、企業として、こういう支援がありますよというメニューみたいなものを、商工

だったら商工でいいんですけど、農家さんだったら農林課とかになるんでしょうけど。 

メニューがあるっていうやつをホームページとか、そういったところで載せていただきま

して、そういう情報提供をしてくださいということでよろしいですか。 

古沢修商工振興課長兼新産業集積エリア事業推進室長 

情報提供につきましては、努めてまいりたいと思います。 

松隈清之委員長 

先ほど言われたように、商工会議所が窓口になるようなこととか、あるいは税務課が窓口

になるような支援の内容もあると思うんですね。 

だから、そういったところをある程度、想定され得るものに関しては、そこを見てわかる

ようにしておいてください。 

ほかにございますか。 

古賀和仁委員 
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関連なんですけれども、今回の災害７月、８月、９月、それぞれ災害があったと思うんで

すけれども、その中で、実際に被害に遭ったという報告を受けておられるのかどうか。 

それともう一つは、災害に遭った場合、商工振興課として、何らかの、市としてのメニュ

ーがあるのかどうか。 

例えば、床上浸水とかすると住宅の場合は、今回やったように、幾らかの補助が出るとい

うことなんですけど。 

商工振興課としては、例えば駅前の、前回７月に、かなりのところがあちこち浸かったと

いうお話を聞いているんですけど、それに対しては何らかの補助とか補償とか、何らかの支

援とかがあるのかどうかお尋ねします。 

松隈清之委員長 

事業所さん向けにっていうことでいいですかね。 

古沢修商工振興課長兼新産業集積エリア事業推進室長 

市の直接補償とかそういったものについてはございませんけれども、小口資金の融資制度

の補償分を補助する、もしくは県、それから窓口は商工会議所のほうになるんですが、そち

らのほうの災害時の補助等はございます。 

ただ、先ほど申し上げたとおり、商工振興課からのそういった事業所への直接的な補助っ

ていうのはございません。 

古賀和仁委員 

住宅についても床上の場合は、当然、幾らかの――３万円かな、５万円かな――あるんで

すけど、商店街でもかなり駅前通りはよく浸かると、ね。 

床上に近い状態で浸かっているところいっぱいあるんですけど、ぜひそういうところは何

らかの形で、幾らかの見舞金とかそういう形ができるならば、やってほしいと思うんですけ

ど、そういう考え方はあるのかどうかですね。 

古沢修商工振興課長兼新産業集積エリア事業推進室長 

今のところそういった考えは持っておりませんけれども、今後頻発するということ等が考

慮されますので、検討すべき課題ではないかなというふうには思っております。 

古賀和仁委員 

ぜひ、検討していただくようお願いします。 

それともう一つ、14ページですけど、災害復旧費、先ほどもお尋ねしたんですけど、農林

課に聞いたんですけど、単独災害復旧費っていうのがここに537万9,000円あるんですけど、

そのときに聞いたのは、30万円以下は単独、（「40万円」と呼ぶ者あり）40万円か。 

40万円以下は単災、これは五百何十万円ですけれども、商工と農林で違うのかどうかです
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ね。その辺含めてです。単独という意味が全く違うのかどうかも含めて、お願いします。 

古賀達也経済部長兼上下水道局長 

商工関係の災害復旧については、そういう国の補助制度がございませんので単独災害のほ

うになります。金額等の基準というのはございません。 

以上でございます。 

古賀和仁委員 

全て災害は、商工振興課の場合は単独ということでやっていかれるんですか。 

公共災害じゃなくて全てそういう形に、のり面が崩れたりしても全て単独災害ということ

ですか。 

古沢修商工振興課長兼新産業集積エリア事業推進室長 

災害の場合は、単独災害ということになります。 

古賀和仁委員 

使い方としては、国とか県の補助がないから単独って言われているというふうに考えてい

いわけですか。 

古沢修商工振興課長兼新産業集積エリア事業推進室長 

そのとおりでございます。 

松隈清之委員長 

要は、商工振興課が管理している部分がっていうことですね。 

具体的に、どういうところがあるか言ってもらって。 

古沢修商工振興課長兼新産業集積エリア事業推進室長 

恐らく、国の補助って言われますのは、農地であったり山林とかであったりするかと思う

んですが、私ども商工振興課で持っています用地に関しましては、産業団地の調整池。 

この場合で言えば調整池、それから、あと緑地とかになっておりまして、そういったもの

は国の補助等がない施設になっております。 

ですので、単独災害復旧ということで事業をしております。 

松隈清之委員長 

いいですか。 

ほかに、ありますか。 

    〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

いいですか。それでは、商工振興課関係の質疑を終わります。 

それでは、次に上下水道局関係議案の審査に入りますので、執行部準備のため暫時休憩い

たします。 



 

- 46 - 

 

                                           

  午後１時37分休憩 

                                           

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

                                           

  午後１時40分開会 

                                           

松隈清之委員長 

再開いたします。 

                                           

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

                                           

松隈清之委員長 

審査に入ります前に、上下水道局の職員の方々の御紹介をお受けしたいと思います。 

古賀達也経済部長兼上下水道局長 

それでは、上下水道局職員の自己紹介をさせていただきます。 

平塚俊範上下水道局事業課浄水場長 

浄水場長の平塚でございます。よろしくお願いします。 

松雪秀雄上下水道局事業課長補佐兼浄水・水質係長 

事業課長補佐兼浄水・水質係長の松雪でございます。よろしくお願いします。 

中牟田恒上下水道局事業課長補佐兼下水道事業係長 

事業課長補佐兼下水道事業係長の中牟田です。よろしくお願いします。 

桑形伸上下水道局事業課水道事業係長 

水道事業係長の桑形と申します。よろしくお願いします。 

小森敏幸上下水道局管理課総務係長 

総務係長の小森と申します。よろしくお願いいたします。 

                                           

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

                                           

  上下水道局関係審査 

                                           

   議案乙第32号 令和元年度鳥栖市農業集落排水特別会計補正予算（第１号） 
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   議案乙第34号 令和元年度鳥栖市水道事業会計補正予算（第１号） 

   議案乙第35号 令和元年度鳥栖市下水道事業会計補正予算（第１号） 

                                           

松隈清之委員長 

それでは、これより上下水道局関係議案の審査を始めます。 

議案乙第32号 令和元年度鳥栖市農業集落排水特別会計補正予算（第１号）、議案乙第34

号 令和元年度鳥栖市水道事業会計補正予算（第１号）、議案乙第35号 令和元年度鳥栖市下

水道事業会計補正予算（第１号）を一括議題といたします。 

執行部の説明を求めます。 

小川智裕上下水道局管理課長補佐兼業務係長 

議案乙第32号 令和元年度鳥栖市農業集落排水特別会計補正予算（第１号）、こちらにつき

まして御説明させていただきます。 

委員会補正予算説明資料の２ページをお願いいたします。 

まず、歳出の款１農業集落排水費、項１農業集落排水事業費、目１農業集落排水維持管理

費の節２給料から節４共済費までにつきましては、職員１名分の人事異動等に伴い減額補正

するものでございます。 

歳入につきましても歳出の減額に伴い一般会計繰入金を減額補正するものでございます。 

簡単でございますが、御説明を終わらせていただきます。 

続きまして、議案乙第34号 令和元年度鳥栖市水道事業会計補正予算（第１号）について

御説明いたします。 

委員会補正予算説明資料の３ページをお願いいたします。 

まず収益的支出でございます。 

款１水道事業費用、項１営業費用、目１原水及び浄水費から目５総係費、こちらの退職給

付費までにつきましては、再任用職員１名を含め職員21名分の人事異動等に伴う補正でござ

います。 

目５総係費のうち負担金につきまして御説明させていただきます。 

水道事業の取水口につきましては、昭和45年に宝満川から取水するため、当時の建設省、

現国土交通省になります。こちらから指導がありまして、真木灌水所の取水口を共同利用さ

せていただいております。 

このことから、共同利用するに当たり、真木町との協定により、今回、灌水所に設置され

ているポンプ更新工事等に要する費用の一部を水道事業で助成するもので、負担金といたし

まして、工事代金の４分の１を補助するものでございます。 
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なお助成先であります真木灌水所につきましては、真木町字赤江及び堤尻に農耕用の田畑

を所有または耕作する方々で組織された団体でございます。 

続きまして、４ページをお願いいたします。 

資本的支出でございます。 

款１資本的支出、項１建設改良費、こちらのうち、目２浄水設備費及び目３送配水設備費

につきましては、あわせて職員３名分の人事異動等に伴う補正でございます。 

以上、令和元年度鳥栖市水道事業会計補正予算についての説明を終わらせていただきます。 

日吉和裕上下水道局事業課長 

続きまして、議案乙第35号 令和元年度鳥栖市下水道事業会計補正予算（第１号）の主な

ものについて御説明をさせていただきます。 

委員会資料の５ページのほうをお願いいたします。 

まず、収益的収入でございます。 

款１下水道事業収益、項２営業外収益、目３他会計補助金につきましては、受益者負担金

等の増加見込みに伴い、減額をお願いするものでございます。 

続きまして、収益的支出でございます。 

款１下水道事業費用、項１営業費用、目１管きょ費の委託料につきましては、管きょや、

マンホールポンプにおける非常時の対応業務を当初予算では過去の実績で37件分を予算計上

しておりました。 

今回、大雨の対応や、器具の故障の対応など増加したことに伴いまして、今後の対応業務

として12件分を補正するものでございます。 

修繕費につきましては、マンホール等の修繕を当初予算では同様、過去の実績で予算計上

しておりましたが、市道の道路改修などに伴いますマンホールなどの高さ調整や、マンホー

ル周りの段差調整による振動の苦情への対応など、補修が増加したことに伴いまして、今後

の主な補修として５カ所分を補正するものでございます。 

続きまして、目２処理場費の給料から法定福利費までにつきましては、給与改定及び人事

異動に伴う人件費の補正でございます。 

次に、昨年度実施いたしました浄化センターの長寿命化におきまして、水処理施設の一部

を停止しましたことから、水槽内の汚泥濃度が高くなっておりまして、処理水の水質悪化を

防止するため汚泥等搬出量の増加に伴いまして委託料を補正するものでございます。 

また公課費につきましては、使用済みの脱硫材などを最終処分するために必要な、産業廃

棄物税を搬出量の増加に伴いまして、補正するものでございます。 

それでは、次の６ページのほうをお願いいたします。 
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目４業務費につきましては、人件費の補正のほか、受益者負担金前納報奨金の増加見込み

に伴い報奨費を補正するものでございます。 

目５総係費につきましては、人件費の補正をお願いするものでございます。 

続きまして、資本的収入でございます。 

款１資本的収入、項４分担金及び負担金、目１受益者負担金につきましては、当初予算で

は予算算定時期である10月の初旬までには把握できておりました、田畑から宅地化されるな

ど、賦課保留解除となる土地を予算計上しておりましたが、その後、４月１日までに賦課保

留解除となった分を補正するものでございます。 

次に、資本的支出でございます。 

款１資本的支出、項１建設改良費、目１施設建設費につきましては、人件費を補正するも

のでございます。 

以上、令和元年度鳥栖市下水道事業会計補正予算について説明を終わらせていただきます。 

松隈清之委員長 

執行部の説明が終わりました。これより質疑を行います。 

飛松妙子委員 

済みません、５ページのマンホールの修理ということで、災害があったのが12件とおっし

ゃいましたかね。 

もう一回教えていただきたいのと、あと災害時で、破損になった物の修復が今年度に終わ

るのかどうかっていうのを教えてください。 

日吉和裕上下水道局事業課長 

12件というのは、今年度、非常時で対応に出させていただいたもの、あと修繕費について

は、マンホール等の修繕をお願いしたものですので、まず非常用の対応につきましては、主

に異常時の水位で警報が出たり、大雨時に長時間にポンプが回ったときに警報が出たりしま

して異物がマンホールポンプにかんだときに、過負荷といったような形で電力が、負荷がか

かりすぎて警報が出るようなものがございます。 

12件というのは、今後の対応見込みとして、１カ月４件程度の３カ月分を見込んで12件っ

ていうのをお願いしているものでございます。 

続きまして、修繕費につきましては、主にマンホール周りが、舗装等が下がったことによ

って、段差等で振動がくるというような苦情等があっております。 

その対応をするためには、マンホール周りの舗装を一度剥いで、高さを調整したりするよ

うな作業がございますので、その対応分として、今後の見込みとして５カ所分の補正をお願

いするものでございます。 
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以上です。 

飛松妙子委員 

ありがとうございます。 

そうしましたら、災害時の対応で修復があったものというのは、今回は特別にはなかった

ということでよろしかったでしょうか。 

日吉和裕上下水道局事業課長 

今回、災害で壊れたというものは特にはございません。 

通常の大雨時も含めて、通常の維持管理の中でそういう修繕等が必要になったということ

で補正をお願いするものでございます。 

松隈清之委員長 

例年よりもこの非常時対応業務がふえたから補正をされているっていうことですかね。 

その原因は、何か分析をされていますか。 

日吉和裕上下水道局事業課長 

先ほど言いましたように、通年よりも大雨の傾向も多かったのかもしれませんけれども、

やはり長時間ですとか、異常水位というのも非常に多うございました。 

それとあと、器具の故障として、フロート関係の器具の故障等もあっております。 

器具の故障については、油類が巻きついたことによって、そういう故障等も発生している

ような要因もございますので、そういうものにつきましては、交換が可能な物は随時交換を

可能にして、対応をさせていただいて、通常運転をさせていただいているところでございま

す。 

飛松妙子委員 

あと、災害時にそのマンホールのふたが外れて事故に遭ったとかいろいろ、他の市町で発

生しているんですが、鳥栖市として、そういう対策というのはどのような感じでされていら

っしゃるのかわかれば教えていただきたいのですが。 

日吉和裕上下水道局事業課長 

マンホールのふたにつきましても、今はロックつきのマンホールのふたがございますので、

適宜交換が必要なところにつきましては、ロックつきのふたに交換をいたすようにいたして

いるところでございます。 

飛松妙子委員 

ありがとうございます。 

では、そのロックつきのふたに全て変えるには、どのくらい期間としてかかる予定になり

ますでしょうか。 
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日吉和裕上下水道局事業課長 

すいません、ロックつきじゃないふたに関しては、結構数的には今、申しわけございませ

ん、把握をいたしておりません。 

今後の対応としては、ストックマネジメントの計画も今いたしておるところです。 

ストックマネジメントの中で、調査等も今後行っていきますので、その調査の中でふたの

関係も含めて今後対応していきたいと思っております。 

申しわけないんですけれども、今、具体的な、何年までに終わるというような計画という

のは今後立てていきたいと思っておりますので、御了承ください。 

松隈清之委員長 

更新、いつからロックつきをつけ始めたかとかもあるんでしょうけど、要は何割ぐらい今

変わったとかっていうのは漠っと把握しているんですかね。 

平塚俊範上下水道局事業課浄水場長 

下水道のふたにつきましては、下水道が整備されてから平成14年まではロックがない状態

でございます。 

それ以降については、もう全てロックつきで、半分程度はロックつきになっております。 

年に10件程度は新たなふたに更新をしていますので、20年程度で整備をしていくだろうと

いうことになっております。 

松隈清之委員長 

例えば、水位が上がりそうなところとか、リスクがありそうなところを、ぜひ先にやって

いただければなと思いますけど。 

ほかに何かございますか。 

齊藤正治委員 

予算書３ページの、真木灌水所の、ポンプ場のもう一回御説明いただいてよかでしょうか。 

小川智裕上下水道局管理課長補佐兼業務係長 

真木灌水所に対しての負担金について、御説明をさせていただきます。 

昭和45年、市といたしましては、安楽寺水源地、こちらのほうから水源地の先の宝満川か

ら取水を検討しておりまして、新たな取水口を建設する予定で調整をしておりました。 

その際に、水源地付近には、佐賀県東部工業用水道、それと真木灌水所の取水口が隣接し

ている、これらのことから、当時の建設省では新たな取水口の建設許可がおりない状況でご

ざいました。 

そういった中、建設省の指導もありまして、真木灌水所、取水口がありましたので、そこ

の共同利用の話を進めさせていただいて現在のほうに至っている状況でございます。 
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以上、御説明を終わらせていただきます。 

齊藤正治委員 

これは直接、そうしたら市の取水には関係あるということではないと。市の水道の原水を

取っているじゃないですか。それには、何割かウエートを占めているわけじゃないとやろう。 

平塚俊範上下水道局事業課浄水場長 

取水口が一緒で、灌水所っていうのは、田んぼを植えるときだけ回すということで、取水

口１本のところから横に分け木をして取っているっていうところでございます。 

齊藤正治委員 

一応、わかりましたけれども、今、例えば水害の話が出ているというところですけれども、

それについての対応策っていうよりも、いわゆるここは終末処理場も含めて、そういった２

次災害、３次災害が考えられる、流水、汚泥が流れたりする感じがあるのと、もう一カ所ね、

予備的っちゅうたらいかんけれども、トンネルの水があったやないですか、新幹線の。 

そういったところを、やっぱりもう一カ所をつくっとって、今の原水と両方合わせて使っ

ていくっていうような考え方も、当然持っておってもいいんじゃなかろうかと思いますけれ

ども。 

その点について、検討されたことがあるんだとは思うんですが、どんな状況でございまし

ょうか。 

日吉和裕上下水道局事業課長 

今御指摘のとおり、リスク回避のためには取水箇所をほかにも設けていくっていうことは、

非常に重要なことかと思います。 

以前もトンネルの湧水の利用については、当時検討をした経緯があるということは私も聞

いております。 

現在は、取水権、１カ所で、量的には十分賄っておりますので、いつ何時、今おっしゃっ

たような湧水も活用できるように、今毎年１回水質の検査については行って、そういう対応

はさせていただいているところでございます。 

齊藤正治委員 

ぜひ前向きに検討をお願いしたいと思いますけれども。 

松隈清之委員長 

トンネルの湧水は、使おうと思ったら使える状況なんですか。 

平塚俊範上下水道局事業課浄水場長 

水利権という考え方で言うと、まずその前提が、話がされていませんので、今は何とも言

えません。 
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ただ、水はどうなのということであれば、水質検査を毎月しております。 

その水はそのまま使えます、というのが現状でございます。 

松隈清之委員長 

トンネルの湧水だと、例えば、そっから出たやつはまたそこに戻せとかっていう議論は、

そのときはなかったんですかね。 

平塚俊範上下水道局事業課浄水場長 

新幹線の建築時にそういった話がございましたけれども、鳥栖市が手を挙げていないのが

現状でございます。 

それで、今、日に8,000トンほど流れてきておりますので、うちの取水権のおおむね４分の

１程度がありますので、ぜひ使いたいとは思っておりますが、まず水利権の関係者と協議を

するところまで今の状況ではいっていない状況でございます。 

ただ、計画的にはそこは取り入れております。 

古賀和仁委員 

お聞きしたいんですけれども、６ページ、資本的収支で受益者負担金1,500万円、賦課保留

解除等によるものって、よく意味がわからないんで、説明をしてもらっていいですか。 

平塚俊範上下水道局事業課浄水場長 

下水道受益者負担金につきましては、まず下水道を整備するときに一概的にかけておりま

す。 

ただ、田畑山林等が市街化にはございますけれども、そこについてはまだ使えませんとい

うことで保留の措置をとります。 

そこを開発するときに、賦課保留ということになりまして、負担金を翌年度の４月にかけ

させてもらうという制度でございます。 

古賀和仁委員 

これ、たしか平米の四百幾ら、450円かな。 

450円で計算されているんで、下水道が通った場合は何年以内にっちゅうことになっている

と思うんですけれども、何年か以内に払うというふうになっていると思うんですけど、現在

調整区域じゃなくて、それ以外のところは、もうほぼ払っていらっしゃると思うんですけど、

幾らか残っているところはあるんですか。 

平塚俊範上下水道局事業課浄水場長 

受益者負担金の賦課保留ということでの御質問ですが、今市街化田畑が80町程度ございま

す。 

その分については、全て賦課保留がされておりますので、莫大な金額が今保留されている
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状況でございます。（発言する者あり） 

賦課保留をしております。 

古賀和仁委員 

ということは、下水が通っているところでは、まず100％、それ以外のところは、負担金と

いうのはもう終わっているということですか。 

平塚俊範上下水道局事業課浄水場長 

そのとおりでございます。 

古賀和仁委員 

関連なんですけど、現在の下水の普及率と実際に使っている率っていうのはどのくらいに

なっているんですか。 

小川智裕上下水道局管理課長補佐兼業務係長 

平成30年度での水洗化率、こちらにつきましては、92％となっております。（発言する者あ

り） 

残りの部分がまだ未接続ということで、水洗化がされてないところになっております。 

古賀和仁委員 

しなければならないということやなくて、したほうがいいということなんですか、どうな

んですか。 

小川智裕上下水道局管理課長補佐兼業務係長 

下水道法では、接続が義務づけられているところではございます。 

古賀和仁委員 

すいません、費用の面でいろいろね、例えばお年寄りばっかりしかおらんところ、非常に

苦しいところもあるし、そういう場合は何らかの形で補助とか融資に対して対応してくれる

という、そういう制度っていうのはあるんですか。 

平塚俊範上下水道局事業課浄水場長 

現在、水洗化されていないところについては全て調査をしております。 

そのほとんどが単身の老人世帯、あとは確認すると、ここを解体して売るのか、もしくは

施設に入るときに売るのかということで確認がとれております。義務的には間違いなく義務

でございます。 

ただ、それを強行的にするのが行政としていいのか悪いのかというところで、聞き取りを

する中で、これは待ったほうがいいよというところでおおむね10年ほど前にその結論を出し

て、今まで続いて、そういうふうな施行をさせていただいております。 

古賀和仁委員 
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今、聞いたのは融資とかの、してでもやりたいというところが出た場合、ただ、なかなか

できないと、ね。 

そういう銀行等から借りないと、なかなかできないという場合については、市として何ら

かの対応をすることが可能なのかどうか。 

平塚俊範上下水道局事業課浄水場長 

唯一の施策として、利子補給制度というのを持っております。 

その利子補給制度を使っていただいて施工をすると。 

もしくは、施工業者さん、下水道の宅内工事をする業者さんにお願いをして、分割でされ

てあるところもございます。 

以上でございます。 

松隈清之委員長 

いいですか。 

ほかに、ございますか。 

ないですか。 

    〔発言する者なし〕 

ないようでしたら、質疑を終わります。 

                                           

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

                                           

   議案甲第55号 鳥栖市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の 

一部を改正する条例 

                                           

松隈清之委員長 

続きまして、議案甲第55号 鳥栖市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部

を改正する条例を議題といたします。 

執行部の説明を求めます。 

小川智裕上下水道局管理課長補佐兼業務係長 

基山町の会田地区、場所のほうはＪＲ弥生が丘駅の北側でＪＲ鹿児島本線の西側に位置す

る約2.5ヘクタールのエリアになります。 

こちらにつきましては、これまで基山町や、佐賀東部水道企業団からの依頼に基づき、鳥

栖市水道事業において、区域外給水を続けてまいっておりました。そういった中、平成29年

度、当該地区に商業施設、グッデイ基山弥生が丘店になりますけれども、こちらが開業した
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のを契機に、当該地区を正式に鳥栖市水道事業の給水区域に編入し、あわせて、給水人口７

万3,000人から７万5,000人に変更をお願いするものでございます。 

また、平成29年度から厚生労働省への事業変更に着手し、今般、事業変更届け出の受理の

めどが立ったことから、条例改正案を上程させていただいております。 

以上、簡単ですが、御説明を終わせていただきます。 

松隈清之委員長 

執行部の説明が終わりました。これより質疑を行います。 

    〔発言する者なし〕 

ちなみに、グッデイが開業したのを契機にっていうのは理由があるんですか。 

平塚俊範上下水道局事業課浄水場長 

今回、グッデイが開店するにあたってわざわざしたわけではなく、もともと弥生が丘の一

番北側にあります鳥栖と基山分の交換をしたときの分がそのまま残っておりました。 

そちらのほうが主で、今回、会田地区の分については同時にしようということで、私がい

るときに指示を出して、やっと上がってきたところでございます。 

松隈清之委員長 

説明が違いますよね。もともと区域外給水をしていたところですよね。 

よろしいですか。 

特に、御質問ないですか。 

    〔発言する者なし〕 

では、質疑を終わります。 

それでは、以上で上下水道局関係議案に対する質疑を終わります。 

                                           

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

                                           

  報 告（上下水道局） 

                                           

   鳥栖市上下水道局職員架空発注等検証委員会について 

                                           

松隈清之委員長 

続きまして、上下水道局より議案外の報告の申し出があっておりますのでこれをお受けし

たいと思います。 

小川智裕上下水道局管理課長補佐兼業務係長 
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鳥栖市上下水道局架空発注等検証委員会について、御説明をさせていただきます。 

鳥栖市上下水道局架空発注等検証委員会を設置させていただいております。所掌事務につ

きましては、４番目に記載をさせていただいております項目になります。 

１点目、架空発注に係る内部調査及びこれに基づく処分、措置の検証。 

２点目が、架空発注に係る背景、発注及び工事監理の調査確認及び原因究明。 

３点目が、架空発注の再発防止策等の検討。 

こちら、３点を所掌事務としております。 

期間につきましては、令和元年11月から検証が終了するまでといたしております。費用に

つきましては、報酬及び委託経費といたしまして約100万円、予備費から流用させていただく

ようにさせていただいております。 

簡単でございますが、御報告とさせていただきます。お願いいたします。 

松隈清之委員長 

ありがとうございます。 

この際ですので、確認したいことや御意見等あればお受けしたいと思いますが、いかがで

しょうか。 

飛松妙子委員 

11月から検証が始まるということですが、例えば１カ月に１回の２時間程度とか、そうい

うところはあれば、教えていただければと。 

松隈清之委員長 

進め方についてですかね。 

小川智裕上下水道局管理課長補佐兼業務係長 

11月25日に第１回の検証委員会が開催をされておりまして、今後の検証委員会の進め方っ

ていうのも委員の皆様で議論をしていただいております。 

その中で、月一回程度、開催のほうを予定してありまして、あと、合計４回程度、開催を

されるということで、委員の皆様で議論をしていただいているところでございます。 

以上、お答えとさせていただきます。 

飛松妙子委員 

11月25日から４回ということで、じゃ２月ぐらいには検証結果が出るということでよろし

いでしょうか。 

小川智裕上下水道局管理課長補佐兼業務係長 

検証委員会の中での、委員さんたちの議論としてそういうふうなことを、まず会議の進め

方については協議のほうをしていただいております。 
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以上でございます。 

松隈清之委員長 

今、論点整理がされているんですかね。 

小川智裕上下水道局管理課長補佐兼業務係長 

第１回目のときに、こちらのほうから資料のほうの提供を行いまして、御説明をさせてい

ただいております。 

それで、委員さんのほうで、委員のうち弁護士２名に対して、委託契約を行いまして、論

点整理から検証委員会での報告書の作成、そちらのほうを委託しております。 

その２名の弁護士さんの方によりまして、まずは論点整理、こちらのほうをしていただい

ているところでございます。 

以上、よろしくお願いいたします。 

松隈清之委員長 

その論点整理はいつぐらいに終わるんですか。 

我々は、こういう論点で、今、検証委員会で議論されていますっていうのを知る由はある

んでしょうか。 

小川智裕上下水道局管理課長補佐兼業務係長 

現在、第２回目が12月下旬ぐらいに開催をされる予定でございまして、今、弁護士の方に

よりまして論点の整理がされてあるところでございます。 

それにつきましては、こちらの事務局といたしましても、どういった点で今整理をされて

あるかというのは、申しわけございませんが、独立して検証していただいておりますので、

把握はしておりません。 

ただ、今まで市議会の皆様から賜っております御意見につきましては、議事録のほうを御

提供させていただいて、こういったところが議会のほうで論点になっておりますというのは

お伝えをさせていただいているところでございます。 

以上、お答えとさせていただきます。 

松隈清之委員長 

何かございますか。 

飛松妙子委員 

そうしましたら、議事録等で論点整理をされるということで、実際ヒアリングとかいうの

も今後発生してくるのか。 

あと、鳥栖市役所でそういう作業をされていらっしゃるのかとかいうのを聞いてよろしい

ですか。 
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小川智裕上下水道局管理課長補佐兼業務係長 

関係者のヒアリングにつきましては、検証委員会の中で、必要に応じ判断されるものと考

えております。 

なお、弁護士の方の論点整理等につきましては、弁護士２名、同じ事務所のほうで委託を

されてありますので、弁護士事務所のほうで論点整理、全ての資料は提供させていただいて

おりますので、それに基づいてされてあると認識をしております。 

よろしくお願いいたします。 

松隈清之委員長 

よろしいですか。 

    〔発言する者なし〕 

それでは、以上で議案外の報告を終わります。 

次に、建設部関係議案の審査に入りますので、休憩とりましょうかね。 

30分からでよろしいですか。 

じゃあ、30分から再開するとして、暫時休憩いたします。 

                                            

  午後２時17分休憩 

                                            

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

                                            

  午後２時31分開会 

                                            

松隈清之委員長 

再開いたします。 

                                            

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

                                            

松隈清之委員長 

審査に入ります前に、部長から一言御挨拶と建設課及び維持管理課の職員の方々の御紹介

をお受けしたいと思います。 

松雪努建設部長 

こんにちは。建設部長の松雪でございます。よろしくお願いいたします。 

今回の12月定例会建設経済常任委員会の建設部の議案といたしましては、乙議案でござい
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ます補正予算の議案の１議案、それから、専決処分の報告２件となっております。 

補正予算の主な内容といたしましては、田代大官町・萱方線の補償費から工事請負費への

予算の組み替え、また、７月から８月の豪雨に係る災害復旧費。 

そして議案審議でも大石課長のほうからお答えをしておりますけれども、排水路整備事業

の増額でございます。 

なお、それぞれの課におきまして、人件費の補正が行われておりますが、これは人事異動、

それから人事院勧告に伴う給与改定に伴うものでございます。 

よろしく御審議賜りますようお願いし、御挨拶とさせていただきます。 

それでは、続きまして、先ほど挨拶をしていない者をそれぞれ自己紹介させますので、よ

ろしくお願いいたします。 

萩原有高建設部次長兼建設課参事兼総務部次長兼庁舎建設課参事 

こんにちは。建設部次長兼建設課参事、並びに総務部次長兼庁舎建設課参事の萩原でござ

います。よろしくお願いいたします。 

三澄洋文建設課参事兼スマートインターチェンジ推進室長兼維持管理課参事 

こんにちは。建設部参事兼スマートインターチェンジ推進室長兼維持管理課参事の三澄で

ございます。どうぞよろしくお願いします。 

犬丸章宏建設課長補佐兼庶務住宅係長 

建設課長補佐兼庶務住宅係長、犬丸と申します。よろしくお願いいたします。 

庄山裕一建設課スマートインターチェンジ推進室長補佐 

こんにちは。同じくスマートインターチェンジ推進室長補佐の庄山と申します。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

杉本修吉建設課長補佐兼整備係長兼スマートインターチェンジ推進室長補佐兼事業係長 

こんにちは。建設課長補佐兼整備係長兼スマートインターチェンジ推進室長補佐兼事業係

長の杉本です。どうぞよろしくお願いいたします。 

江藤誠建設課スマートインターチェンジ推進室用地係長 

こんにちは。建設課スマートインターチェンジ推進室用地係長の江藤と申します。よろし

くお願いいたします。 

山下美知維持管理課維持係長 

建設部維持管理課維持係長の山下です。どうぞよろしくお願いします。 

斉藤了介維持管理課管理係長 

こんにちは。維持管理課、管理係長の斉藤了介です。よろしくお願いいたします。 

松隈清之委員長 
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ありがとうございます。 

                                           

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

                                           

  建設課、維持管理課審査 

                                           

   議案乙第30号 令和元年度鳥栖市一般会計補正予算（第４号） 

                                           

松隈清之委員長 

これより、建設部関係議案の審査を始めます。 

建設課及び維持管理課関係議案の審査を行います。 

初めに、議案乙第30号 令和元年度鳥栖市一般会計補正予算（第４号）といたします。 

執行部の説明を求めます。 

佐藤晃一建設部次長兼建設課長 

それでは、建設経済常任委員会説明資料に基づきまして御説明をいたします。 

まず建設課関係分について御説明いたします。 

ページをめくっていただきまして、２ページをお願いいたします。 

目１土木総務費、節２給与から４共済費までは、給与改定及び人事異動等に伴う建設課11

人分の補正でございます。 

それから、３ページをお願いいたします。 

目６道路整備交付金事業、節13委託料から節22補償、補填及び賠償金につきましては、資

料を見ながら御説明いたします。 

当初６月補正では、ほとんど用地費委託料で予算を組んでおりましたけれども、参考資料

の上のほうの用地補償物件の赤で着色した部分が用地補償費ですけれども、この分がなかな

か難航しておりまして、その分の用地補償物件の委託料と補償費を、下の工事費、赤で着色

しておりますこの分の舗装工事に予算の組み替えをするものでございます。 

４ページをお願いいたします。 

目１住宅管理費、節２給与から４共済費までは給与改定及び人事異動に伴う建設課９名分

の補正でございます。 

以上です。 

大石泰之維持管理課長 

続きまして、維持管理課分でございます。 
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５ページをお願いいたします。 

目１道路橋梁総務費、節２給料から節４共済費までにつきましては、給与改定及び人事異

動に伴う補正でございます。 

６ページをお願いいたします。 

目２道路維持費、節16原材料費につきましては、本年夏場の豪雨災害等による道路冠水に

より舗装損傷の対応がふえたことから、今年度分で不足が見込まれる路面補修材に要する経

費を補正するものでございます。 

次に、目５交通安全事業費、節15工事請負費につきましては、災害等により破損したカー

ブミラーなどの再整備に要する費用を補正するものでございます。 

次に、項３河川費、目１河川改良費、節15工事請負費につきましては、豪雨災害対策とし

ましてグリーン・ロジスティクス・パーク鳥栖内の大野川などの施設に要する経費を計上い

たしております。 

主要事項説明書７ページをお願いいたします。 

主要事項説明書の説明が不十分でございますので、口頭で説明いたします。 

まず、地図の中の青で着色している分が大野川でございます。 

きょう申し上げましたとおり、令和元年度しゅんせつ済みは220メートルの延長で、ことし

の５月末までにしゅんせつをした箇所でございます。 

その下、Ｒ１浚渫予定というのが現計予算で対応いたしております延長400メートルのしゅ

んせつを、１月に実施する予定としております。 

今回の500万円の補正につきましては、この赤の部分でございますけれども、大野川の赤の

部分が原町で360メートル。 

そのほか逆Ｌ字になっておりますけれども飯田町の調整池の横の延長160メートル、それか

ら上の姫方町の水路90メートル、合わせて610メートルをしゅんせつするものでございます。 

続きまして、８ページをお願いいたします。 

款11災害復旧費、項２土木災害復旧費、目２単独災害復旧費、節15工事請負費につきまし

ては、次の主要事項説明書にも上げておりますけれども、夏の大雨などにより発生しました

河川水路の復旧工事に要する経費でございます。 

このうち、まず丸尾川の災害復旧費でございますけれども、国道34号の村田町の変電所か

ら奥に入ったところでございますけれども、ことしの９月議会で丸尾川の災害復旧費を上げ

ておりましたけれども、この上流部でさらに崩壊している場所がございましたので、上流部

の災害復旧に関する経費を500万円で上げております。 

それともう一カ所、筑紫野バイパスの国泰寺インターから奥に入ったところでございます
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けれども、水路のコンクリート壁が決壊しておりますので、復旧に要する経費として200万円

を計上して、合わせて維持管理分として700万円を計上しているところでございます。 

以上、簡単でございますが説明といたします。 

松隈清之委員長 

執行部の説明が終わりました。これより質疑を行います。 

小石弘和委員 

お伺いしますけど、この３ページの田代大官町・萱方線工事費の、結局組みかえというふ

うなことでございますけど、この図面を見ると、結局、令和元年、これ下の図で赤のところ

を追加、ここが難航しているわけですかね。 

説明をよくしてください、これ。 

佐藤晃一建設部次長兼建設課長 

上のほうが、用地補償物件の図面ですけれども、そこの赤で着色しておりますところの、

当初は全部、大体用地費補償費で組んでいるんですけれども、そこの赤で着色している部分

が、なかなか用地交渉が難航しておりまして、今年度中の契約が難しいだろうということ、

その分の約3,200万円分の用地補償費を減額いたしまして、下のほうの工事請負費3,400万円

程度ですけれども、そっちの工事請負費のほうに組み替えを行って工事を行うという補正で

ございます。 

小石弘和委員 

じゃあ、この上のほうの用地がもう全て難航しているというふうなことで、下のほうを優

先、次年度の分を今年度にやると。 

それで、3,200万円で足りるものかですよね。 

佐藤晃一建設部次長兼建設課長 

用地費は、まだこのほかにもあるわけなんですけれども、あんまりこの用地費用を、これ

が契約できないということになりますと、この分を全部来年度に繰り越すことになると、繰

越額がかなり大きくなるということでこの分の用地費に関しては、工事請負費のほうに回し

て予算を執行しようということで補正をいたしております。 

一応工事費に関しましては、ここの舗装工事ですので、3,400万円の中で工事をすることに

なります。 

小石弘和委員 

じゃあ、その上のほうが、結局用地がうまくいかない。 

ですから、それを組みかえて下の用地に変更すると。（「工事に」と呼ぶ者あり） 

工事に変更するというふうなことですね。 
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しかし、この上のほうの用地が今難航しているって、全体的に用地が難航しているわけで

すか、買収が。 

犬丸章宏建設課長補佐兼庶務住宅係長 

上のほうの用地補償計画のところで、今、難航ということで御質問いただいておりますけ

れども、今回補正に係る部分については、今お手元にお配りをさせていただいている図面で

いきますと、赤で少し、小さくて見えにくいんですけれども。 

しま模様を入れているところの箇所が、少し交渉の期間に長い期間を要するということで、

今回工事費のほうに組み替えを行っているところでございまして、それ以外の、池ノ内交差

点の周辺部に赤色で着色をしておりますけれども、ここについては、全体的には御協力をい

ただくようなお話で、地権者の方、それから事業を営んでいる方がいらっしゃいますので、

そういった方とは今交渉をしている最中でございまして。 

できるだけ今年度中に、そのほかの方については御契約をいただけるような方向で、今現

在お話を進めさせていただいているところではあります。 

以上です。 

小石弘和委員 

大体、様子わかりましたけど、池ノ内交差点のところの用地交渉する件数は何件ぐらいあ

って、大体何件ぐらいが今難航しているというふうなことが知りたいんですけど。 

犬丸章宏建設課長補佐兼庶務住宅係長 

池ノ内交差点周辺の地権者の方につきましては、すいません、今詳しくが、手元に資料が

ないんですけど、おおむね４名から５名の方が地権者としていらっしゃいまして、借地とい

う形で土地を借り上げられて、そこで事業を運営されている方がいらっしゃいます。 

その中の１件の方が、今、建物を建てかえるようなことで計画をされている方がいらっし

ゃるんですけれども、都市計画法上であるとか、建築基準法上の関係で建てていただくのに

手続を１年程度要するような流れになりますので、その方の分を今回次年度以降に送るとい

いますか、次年度以降の契約で検討しているところでございます。 

以上でございます。 

小石弘和委員 

大体わかりました。 

それで、今、田代大官町線が２年おくれで進んでいるわけでございますので、これ組み替

えをやってスムーズに２年おくれで施工できるものかお聞きをいたします。 

佐藤晃一建設部次長兼建設課長 

今回、予算を組み替えて、今年度分については事業の進捗を図りたいと思っておりますが、
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委員御指摘のように当初令和２年の完了予定でありましたが、今２年おくれで令和４年度を

目標に事業を行っているところですけれども、なかなか相手があることですので、進捗がお

くれるということも考えられますので、令和４年をおくれる可能性もあると思っております。 

以上です。 

小石弘和委員 

そういうふうな弱気ではだめですよ。 

２年おくれなら２年おくれで、私たちは、地元の方も了解していますからね。 

おくれる可能性がある、そんな言い方じゃだめですよ、やりますというようなことで言っ

てくださいよ。 

佐藤晃一建設部次長兼建設課長 

令和４年度の完了を目標に頑張ります。 

西依義規委員 

ちなみに、その総事業費と今、執行率何パーセントぐらいですか。 

佐藤晃一建設部次長兼建設課長 

総事業費は大体14億円ぐらいだと思っておりますが、進捗率については予算……。 

犬丸章宏建設課長補佐兼庶務住宅係長 

すいません、事業費でいきますと、年々詳細に設計等を行っていきまして、なかなか全体

的な部分を把握することができてないんですけれども、現在の用地取得の進捗率で申し上げ

ますと、全体で用地を、今回道路事業で購入する予定の面積が5,480平米ほどありまして、現

在契約が締結できているところが5,480平米のうち1,080平米ほどございます。 

進捗率でいきますと、19％程度、用地の取得でいくと進んでいるというところでございま

す。 

以上でございます。 

松隈清之委員長 

ほかにございますか。 

飛松妙子委員 

災害復旧工事についてお伺いしたいと思います。 

去年からことしにかけての災害が発生して、その復旧工事が今どの程度進んでいるのか。 

あと、今後の予定とか、あと復旧にどのくらいかかる予定なのか。 

維持管理課で一覧表をつくって、進捗管理もされていらっしゃると思いますので、そのあ

たりを教えていただければと思います。 

大石泰之維持管理課長 
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災害復旧に関する件数といたしまして、今出しております分で、丸尾川と向原川に今回の

２件が新たに入りますので、現在４件が施工中でございます。 

これは、いずれも今年度、３月までには完了するということで事業を進めているところで

ございます。 

以上です。 

飛松妙子委員 

すいません、そうしましたら、去年からの災害復旧では、今年度で全て完了するというこ

とでよろしかったでしょうか。 

大石泰之維持管理課長 

昨年度からの分につきましては、今年度末までには完了する見込みとしております。 

以上です。 

飛松妙子委員 

ありがとうございます。 

そうしましたら、それ以外に細々とした部分で、道路だとか、そういう部分の修繕だとか

そういうところでは、今後どのようなことが予定されているのか教えていただければと思い

ます。 

大石泰之維持管理課長 

まず、河川のしゅんせつにつきましては、今回上げております大野川を中心とする区間以

外にも、今後とも、ほかの箇所で土砂の堆積等がある箇所については、担当課としてはやっ

ていきたいという思いは持っております。 

それで、そのほか、局地的に冠水だったりするような場所についても、しゅんせつだった

り水路のつけかえによる対応で、何とか災害、被害の緩和なりというのが図れるように努力

をしていきたいと考えております。 

以上です。 

古賀和仁委員 

６ページの河川改良費500万円ですね。これについて。 

この予算というのは、大野川の部分のしゅんせつということなんですけれども、これによ

って、前年度もやっていただいているんですけれども、これで大野川に関する全てのしゅん

せつが終わるというふうに考えていいわけですか。 

大石泰之維持管理課長 

大野川に関するしゅんせつ箇所としましては、今、絵のほうで着色しております赤い部分、

原町の調整池の周りのしゅんせつで、おおよそのしゅんせつは、現状確認できる範囲では終
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わるものと考えております。 

以上です。 

古賀和仁委員 

この大野川、山下川、大木川につながっているんですけれども、県のほうでも山下川、大

木川やっていらっしゃると聞いているんですが、どの程度をしゅんせつされる予定なのか、

何年かかかってやられるのか、その辺のスケジュールについて教えていただきたいんですけ

ど。 

大石泰之維持管理課長 

県のほうの事業につきましては、現在の山下川につきましては、今おっしゃる大野川との

合流箇所を中心とした部分、270メートル。 

それから下流で大木川と合流する、少し手前の箇所の120メートルのしゅんせつを、現在行

われているということで伺っております。 

河川のしゅんせつ、県のほうも順次まだ今後とも――山下川、大木川だけではございませ

んけれども、ほかの箇所も含めてしゅんせつについて取り組んでいきたいということでお話

は伺っておりますけれども、来年度以降につきましては、県のほうももちろん予算も今から

でございますので、確定したことは伺えておりませんが、今後ともやっていきたいという思

いはお持ちだと聞いております。 

以上です。 

古賀和仁委員 

ぜひ設計のほうにも、早急に進めていただくようお願いしておきます。 

そして、もう一点ですね、今回の大水というか、床上浸水については、直接的には大野川

からの……、が氾濫して、床上まで浸ったと。 

当然、床上までが浸かったということは、河川そのものが、両方の土手についても、何ら

かの対応が必要じゃないかと思うんですけど、これについてはどういうふうに考えられてい

るのか。 

大石泰之維持管理課長 

ウグメ田地区といいましょうか、大野川水系といいましょうか、この辺一帯については、

今後どのような対応をしていくのがベストなやり方なのか、もしくは現状でできるベターな

やり方というのを探っていきたいと考えているところでございます。 

以上です。 

古賀和仁委員 

繰り返しになりますけれども、当然、河川の堤防の改修から――それからもう一つ大事な
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ことは水の流れっていうのが、今ここに何カ所も集まっていますから、これを分散させると

いうやり方が、一番大水が入らないでするやり方の大きな一つだと思うんですけれども。 

今流れているのが、大野川と秋光川の横からと３号線からとそのほかのところも流れてい

ます。 

それについては分散することが、初めてここに流れているのが、流れるよう、ね、ここで

図るというのが大切だと思いますが、これについてはどういうふうに考えていますか。 

大石泰之維持管理課長 

まず現在の国道３号の道路拡幅に伴う仮設の水路につきましては、一部がこのウグメ田の

団地のほうに流すようになっておりましたけれども、それについてはさらに下流側のほうか

ら排水するようなことで、仮設のつけかえをやっていただいております。 

ただ、それ以外の水路につきまして、切りかえた後、別の場所で冠水が新たに発生すると

いうおそれもございますので、そのあたりにつきましては、状況を判断、もしくは流量をシ

ミュレーションすることもやる必要があるかと考えております。 

そういったことを行いながら、できるだけこの地域の水害が緩和できるような対策をとっ

ていきたいと考えております。 

古賀和仁委員 

この地区は去年も床下に入って、もう何年か前も入って、常時入っている状態が続いてお

ります。 

ことしが最悪で、一番ひどくて、これでまた来年も入るということになれば、地元の方も、

住んでいる方も、大変だろうと思います。 

ぜひ早急に水に浸からないような状態をつくっていただきたいと思います。 

ぜひお願いをしておきます。 

松隈清之委員長 

ほかに、ありますか。 

西依義規委員 

近年の豪雨によって、このしゅんせつ工事がばたばたやっている感じなのか、例年排水路

整備事業っていう事業は一定的に行っているのか。 

例えば、前回のこのしゅんせつ、この大野川は何年前にやって、それ例年、例えば10年に

１回とか５年に１回とかいうそのサイクルみたいなのが市にあるかどうか。 

松隈清之委員長 

今回の予算も含めて、要は近年の大雨があったからやっているのか、もともとやっていた

かっていう。 
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大石泰之維持管理課長 

排水路整備に関しましては、ここ数年、予算の規模としましては450万円程度で来ておりま

した。 

確かに今回の500万円に関しましては、来年の夏に向けて、まずできるところからというこ

とで計上しております。 

今、手持ちの分では大野川を過去、いつやったかというのは、すいません、手元にござい

ませんので、わかりかねますけれども。 

河川なり水路なりにつきましては、土砂が堆積したところから順次しゅんせつするという

ような対応をとっているところでございます。 

以上でございます。 

西依義規委員 

いや、その道路が、上から見て――知らんですよ。 

どうやってそこ調査して、どれぐらい、何センチたまっているのかっていうのを、何か計

測しているんですか、そのやったところからっていう話。 

それとも、何年に１回ここ、そろそろやらないかんよっていう感じでしているのか、きっ

ちり数字を把握されてやっているのか、ウグメ田地区があったからそこを緊急的になのか。 

また、来年も、もうやるのがわかっているなら、例えばもう1,000万円ぐらい考えています

とか、何かそんなの。 

梅雨は、まだ６月なので当初でもまだできることあるでしょう、その辺がわかれば教えて

ください。 

大石泰之維持管理課長 

今回、大野川に関しましては、最初にやった朝倉線の前後――220メーターと申し上げまし

た――あれから順次やる予定でございましたけれども、今回のことがあって、12月で補正を

してお願いをしているところでございます。 

ただ、河川につきましては、ここ以外にもしゅんせつ等々必要な河川、水路ございますの

で、それにつきましては、新年度でできるだけ対応できるようなことを、予算獲得に向けて

努力していきたいと考えております。 

松隈清之委員長 

調査をどういうふうにしているのか。 

例えば、地元の近くの区長さんとかから要望があって把握をしているのかどうか。 

大石泰之維持管理課長 

失礼しました。 
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把握の方法については、地元からの要望が主体でございまして、それ以外でも職員のパト

ロールの際に見つけたところについては行う場合もございますけれども、メーンは地元の要

望ということが中心になっております。 

以上です。 

西依義規委員 

後で大まかな、何年に１回ぐらい、前回やった年数を教えてください。後でいいです。 

わかりますか。（発言する者あり） 

松隈清之委員長 

どうですか。出せますか。（発言する者あり） 

暫時休憩します。 

                                          

  午後３時１分休憩 

                                          

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

                                          

  午後３時２分開会 

                                          

松隈清之委員長 

再開いたします。 

山下美知維持管理課維持係長 

しゅんせつに係る、おおむね３年の実績でございますけれども、平成28年に準用河川の足

洗川、それと準用河川重一川の上流付近ですね。 

それと配水路といたしまして、萱方町のところの一部しゅんせつを行っております。 

松隈清之委員長 

ごめん、マイナーすぎて河川名では場所がわからない。 

山下美知維持管理課維持係長 

すいません。 

足洗川につきましては、田代小学校の北側、すぐ北側の水路でございます。 

それと重一川につきましては、蔵上から上流、養父の共乾付近といいますか、あちらのほ

うになります。 

萱方につきましては、町名だけですので、すいません、場所が把握できておりません。 

それから、平成29年につきましては、準用河川向原川といいまして、麓小学校の西側、蛍
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とかが飛んでいる、それから下流域。浄水場方面に流れている河川でございます。 

それと準用河川雨子川、田代中学校の東側付近ですね。国道34号のめん吉付近から松原町

方面に流れている準用河川でございます。 

それから、平成30年につきましては、準用河川江島川、これにつきましては、旭地区のこ

こ、田んぼの真ん中なので非常に説明が難しいんですけれども、県道江島長門石線のすぐ東

側になります。そちらのしゅんせつ等を行っております。 

以上でございます。 

松隈清之委員長 

地元の要望とかね、しゅんせつの要望とか出ていると思うんで、今度どれくらいでやるか

どうかわからんですけど、恐らく水害対策に少し力を入れ始めたような空気が見えるんで、

今後、もう市が管理するところは限られているじゃないですか。 

要は、河川って言えるような感じかどうかわからないようなところも含めてね。 

だからそこを、今回じゃなくていいんで、そこら辺も、どこに要望が上がっているか、次

回以降の定例会とかでもお示しできるように。 

松雪努建設部長 

わかりました。資料等を用意させていただきます。 

次回でいいんですね。（「次回」と呼ぶ者あり） 

わかりました。 

松隈清之委員長 

ほかにございますか。 

内川隆則委員 

また、東公園が出とるがね、これは東……、ああ、そうか。 

これ、説明なかったっけ、今。 

松隈清之委員長 

写真だけはあったけど、それ、次です。 

ほかにありますか、ないですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

それでは、質疑を終わります。 

                                           

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

                                           

   報告第７号 専決処分事項の報告について 
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   報告第８号 専決処分事項の報告について 

                                           

松隈清之委員長 

続きまして、報告第７号及び報告第８号、専決処分事項の報告についてを議題といたしま

す。 

執行部の説明を求めます。 

07専決処分事項の報告についてという資料がございます。 

大石泰之維持管理課長 

専決処分事項の報告についてでございます。 

委員会資料の２ページをお願いします。 

事故に基づく損害賠償を決定するため、地方自治法第180条第１項の規定により、専決処分

したことを報告するものでございます。 

まず１件目、相手方は市外在住の20代男性でございます。賠償金につきましては、裁判に

よる和解金40万円でございます。専決処分の日は令和元年10月21日でございます。 

事件の概要といたしましては、平成28年７月14日午後９時40分ごろ、自家用車で市道永吉・

姫方線を走行中、現場の路面の陥没部に左側前輪及び後輪が落輪した衝撃で、ホイール、ア

ンダーカバー等を損傷したものでございます。 

次のページをお願いいたします。同じく、市道の管理瑕疵でございます。相手方は宗像市

の事業所の代表社員でございます。 

過失割合につきましては、市７割、相手方３割でございます。 

専決処分の日は令和元年10月29日、事件の概要といたしましては、平成30年７月８日午後

９時ごろ、自家用車で市道国土交通省・今町線を走行中、現場の路面の陥没部に右側前輪及

び輪が落輪した衝撃でタイヤを破損し、ホイールを損傷したものでございます。 

以上、簡単でございますが、説明といたします。 

松隈清之委員長 

説明が終わりました。これより質疑を行います。 

飛松妙子委員 

すいません、お聞きしたいんですが、裁判でこの金額が確定したということなんですが、

裁判費用というのは幾らぐらいかかったんでしょうか。 

大石泰之維持管理課長 

弁護士費用関係の費用といたしまして、66万円ほどはかかっております。 

これにつきましては、全額保険で対応しております。 
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以上です。 

飛松妙子委員 

ありがとうございました。 

それと、こういう事故が年に数件起こるわけなんですが、穴がほげている、（「陥没」と呼

ぶ者あり）陥没している、これに対して、よく同じ場所で陥没するのを見受けるんですが、

それの原因といいますか、そういう何かつかんでらっしゃいますでしょうか。 

大石泰之維持管理課長 

一般論でございますけれども、やはり地盤のかたい、やわらかい、それから大型車がよく

通るか通らないかというところによっても左右されるものかと思います。それで陥没、特に

交通量が多いところ、大型車が通るようなところにつきましては、通常の簡易舗装だけでは

なくて路面補修、業者を呼んで正式に、もう一回切り直して補修をし直すというようなこと

で対応をしているところでございます。 

以上です。 

飛松妙子委員 

大型車が通るときはそういうことが、可能性的にあるというのがよくわかりますが、例え

ば、今村病院の近くのファミリーマートの裏の轟木川沿いの道路、あそこの陥没が結構ちょ

こちょこ見受けられるんですね。 

修理していただいたと思ったのにまた何カ月かするとそこが陥没している。 

先ほどの御説明だと、アスファルトが弱いだとか、ということなんですが、そこに限って

はおわかりになりますか。 

三澄洋文建設課参事兼スマートインターチェンジ推進室長兼維持管理課参事 

今の御質問でございますけれども、轟木川の堤防の兼用道路ということになります。 

こちらにつきましては、堤防の一部を市道認定させていただいて供用している状況でござ

いますけれども、基本的には、やはり河川の堤防がメーンで堤防を整備されていますことか

ら、舗装厚が確かに薄いんですよね。１点はですね。 

それと、もう一点が、やっぱり堤防の中にいろんな構造物を入れるのは、いろんな問題が

出てくると。 

堤防の決壊とかにつながりますので、そういった排水路とかいう物が実際にはないもんで

すから、どうしてもそこに水がやっぱ集まってしまうということで、堤防の舗装の厚みの弱

い部分と縦断勾配とかがとれてなくて排水がやっぱたまってしまうと。 

そういう点から、やっぱりすぐ損傷しやすいような状況になっているものという認識は持

っているところでございます。 
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以上でございます。 

飛松妙子委員 

ありがとうございます。 

轟木川のそばもそうなんですが、用水路の近くとかも結構見受けられて、そのたびに危な

いなっていうのを感じるんですが、こういう事故がそういうところで多発することを考える

と、今後どのような対策が必要なのかなっていうところを、すごく感じるのですが、そこに

関しては、何か考えとかございますか。 

大石泰之維持管理課長 

まずは、現在も行っておりますけれども道路パトロール、これは今年度から業者によるパ

トロールも入れまして強化をしております。 

職員のパトロール自体も強化しておりますけれども、道路パトロールを強化しております。 

ですので、早目に発見して早目に応急措置なり、路面補修を行うというようなことをまず

行っていくと。 

それとあわせまして、舗装の全面的にやりかえ等も必要になってくるかと思いますけれど

も、これに関しましては優先順位とか予算の関係もございますので、まずは、道路パトロー

ルなどを中心に、陥没箇所を早期に発見して事故が起こる前に対応するということでやって

いきたいと思っております。 

以上です。 

飛松妙子委員 

ありがとうございます。 

業者によるパトロールの強化をしていただいているということで、今後もそういうのを発

見したら私も御連絡したいと思いますが、お互いにそういうことに気をつけながら、ぜひ事

故対策、つなげていただければと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

松隈清之委員長 

もちろん、こういう40万円とかね、15万円とかお金で済めばいいですけど、これが例えば

死亡事故になったりすると、やっぱり、お金がたとえ支払われたとしても余り気持ちがいい

ものでもないので、なるべく少なく、陥没を完全に防ぐのは多分難しいと思うんですよね。 

だから、いかに早く見つけるか。 

よその事例だと、要は市民が通報するシステムもあるじゃないですか。 

位置情報をつけた写真で、市民がどんどん通報してくれるシステム――千葉とかだったか

な、そういう。 

だから、そういう見る、チェックする人の目をふやすような取り組みっていうのもやっぱ
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考えていったほうがいいと思いますよね。 

もう、なるだけ早くやってあげて、本当に死亡事故にならないように、最悪事故にならな

いように。 

じゃあ、お願いをしておきます。 

ほかないですかね。 

    〔発言する者なし〕 

ないようであれば、質疑を終わります。 

それでは、建設課、維持管理課関係議案に対する質疑を終わります。 

次に、都市計画課関係議案に入りますので、執行部準備のため暫時休憩いたします。 

                                           

  午後３時15分休憩 

                                           

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

                                           

  午後３時18分開会 

                                           

松隈清之委員長 

再開いたします。 

                                           

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

                                           

松隈清之委員長 

審査に入ります前に、都市計画課職員の方々の御紹介をお受けいたします。 

本田一也都市計画課長補佐兼公園緑地係長 

都市計画課長補佐兼公園緑地係の本田でございます。よろしくお願いいたします。 

古澤貴裕都市計画課庶務係長 

都市計画課庶務係長の古澤と申します。よろしくお願いいたします。 

木原智範都市計画課計画係長兼鳥栖駅周辺整備推進室長 

都市計画課計画係長の木原でございます。また、鳥栖駅周辺整備推進室長を兼ねておりま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

松隈清之委員長 

ありがとうございました。 
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∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

                                          

  都市計画課審査 

                                          

   議案乙第30号 令和元年度鳥栖市一般会計補正予算（第４号） 

                                          

松隈清之委員長 

それでは、都市計画課関係議案の審査を始めます。 

議案乙第30号 令和元年度鳥栖市一般会計補正予算（第４号）を議題といたします。 

執行部の説明を求めます。 

藤川博一建設部次長兼都市計画課長 

説明資料の10ページをお願いいたします。 

歳出です。 

款８土木費、項４都市計画費、目１都市計画総務費、節２給料から節４共済費までは給与

改定及び人事異動に伴うものでございます。 

都市計画課11名分でございます。 

続きまして、款８土木費、項４都市計画費、目２公園管理費、節13委託料の300万円につき

ましては、藤木緑地ほかの樹木伐採の業務委託料の補正予算でございます。 

続きまして、11ページでございます。 

款11災害復旧費、項２土木施設災害復旧費、目２単独災害復旧費、節15工事請負費の400

万円につきましては、東公園、朝日山公園、田代公園の災害復旧工事でございます。 

資料が12ページになります。 

維持管理課の資料と一緒でございますけれども、下のほうの写真、東公園という図示して

いるところでございます。 

東公園ほか、あと朝日山、田代公園の災害復旧費に400万円を計上させていただいておりま

す。 

以上、簡単でございますが、都市計画課分の御説明でございます。 

よろしくお願いいたします。 

松隈清之委員長 

執行部の説明が終わりました。これより質疑を行います。 

内川隆則委員 
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東公園の400万円が出ているが、東公園が建設されてこの修理代が何回ぐらい続いとる、何

かこれ、根本的に何かあっとやなかかい。 

藤川博一建設部次長兼都市計画課長 

今回、計上させていただいております東公園、昨年の豪雨のときも崩れております。 

今回また、８月の大雨のときに、その降ったときには崩壊しておりませんでしたが、その

後パトロールしておったときに崩れていたということで、水みちの改良とかも合わせてやっ

ておったんですけれども、今回は、土壌改良とかの分も施して、より強く復旧しようと考え

ております。 

ちなみに、朝日山公園も昨年と同じ箇所が、また崩れたということでございます。 

田代公園につきましては、同じところが壊れたわけではございませんけれども、昨年、重

機の乗り入れ用の足場として泥を積み上げておりましたが、そこが、また付近の溝に土砂が

流れているということで、景観上にも問題あるということで、今回補正をお願いしたところ

でございます。（「何回」と呼ぶ者あり） 

何回、東公園の今まで、その修繕……、本田にかわります。 

本田一也都市計画課長補佐兼公園緑地係長 

公共債として、国庫補助を使ったやつとして２回。 

五、六年前に１回と昨年の７月の豪雨のときの１回、そして今回の８月の大雨ということ

で、３日間降り続いたやつで１回ということで。 

その部分については、五、六年前はその横だったんですけど、昨年は、その上の部分とい

うことで崩れています。 

今回の被災につきましても、去年したところの上の分のほうが、一部――一部というか少

し、園路は崩壊してないんですけど、斜面のほうが崩壊してしまったという現状でございま

す。 

以上でございます。 

内川隆則委員 

すらごつ。俺、何遍見に行ったかわからん。 

まだあるはず。 

とにかく、あそこはもうしょっちゅう崩れるような状況が出てくるなら、何とかしないと、

銭捨てよるようなもんじゃんね、あれは。 

自分の金やなかけん四、五百万円よかくさいで、しているかもしれんばってん。 

根本的に何か対策を講じないとね、毎回毎回銭ば捨てるようなもんよ。 

何かその辺、考えたことなかっかい。我が金やなかけんがっちゅうて。 
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藤川博一建設部次長兼都市計画課長 

この部分、確かに上の広場から水が流れてきます。 

昨年、横断側溝を入れて水を逃がす工事もさせていただいておりました。 

そのときは、壊れてないということでしたが、昨年とまたことし、雨で崩れたということ

で、今御指摘受けたことは真摯に受けとめて、今度の工事できっちりやっていけるように、

業者さんにもお願いしてまいりたいと思います。 

松雪努建設部長 

内川委員の御指摘の過去の分につきましては、調べるのに時間が必要でございますので、

お時間をいただきたいというふうに思います。 

すいません。 

松隈清之委員長 

内川委員、資料いつまでだったらいいですか。（発言する者あり） 

じゃあ、一応調べてはおってください。 

西依義規委員 

いや、今度は入念にやりますみたいな話ですけど、前回の工事費と今回、どれぐらい、じ

ゃ業者さんも、もっとすごくせやんならやっぱ金額も上がってくるんでしょうけど、その辺

はどう見てあるんですか。 

藤川博一建設部次長兼都市計画課長 

ことしお願いしている分は昨年ほどの規模ではなくて、ただ昨年復旧するときに改良土を

使っておりませんでした。 

今回、強い泥といいますか、改良土を使うことで、もともとの地面を、地づらを強くした

いなというふうに思っております。（「金額とか面積とか」と呼ぶ者あり） 

本田一也都市計画課長補佐兼公園緑地係長 

金額については、昨年が、金額が192万2,400円。 

今回は約130万円未満を予定しております。 

以上です。 

西依義規委員 

ということは、前回より面積も少ないんで、それぐらいでもより、この高度差がわからな

いんですよ、どれぐらい再発防止にプラスアルファかかるのかっていうのは。 

前回並みだったら、じゃ90万円ぐらいで終わるのが、今回入念にするんで約130万円ってい

う言い方なのか、その辺がよくわかんないんで、その辺の金額。 

本田一也都市計画課長補佐兼公園緑地係長 
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昨年の東公園災害復旧工事につきましては、園路、道路のほう、園路って歩く道のところ

ですけど、そこから崩れているんですよ。 

今回は、のり面だけが崩れていますんで、こちらのほうはまだ道のほうは大丈夫になって

おります。 

しかし、一応安全のために通行どめにはしておりますけど。 

以上でございます。 

松隈清之委員長 

改良して、抜本的になるのかどうかはよくわからんですけど、もともと傾斜地だから崩れ

やすいとは思うんですよね。 

ただ、やっぱり抜本的にっていうのは、確かに要ると思うんです。 

例えば、水を抜くようなね、管を入れるとか、そういったことも含めて何回もお金を捨て

ないでいいように、また考えていっていただきたいと思います。 

ほか、何かありますか。 

飛松妙子委員 

先ほど、朝日山公園と、もう一つ田代公園っておっしゃっていましたが、できれば次回か

らその工事箇所の写真を一緒にアップしていただけると私たちも審査しやすくなりますので、

よろしくお願いいたします。 

それで、ここの２カ所についてはどのような工事かを教えてください。 

藤川博一建設部次長兼都市計画課長 

まず１つ目、朝日山公園につきましては、先ほども申し上げましたが、昨年７月の大雨の

ときに一遍壊れております。 

それで、復旧をしておりましたけれども、もともと水が伏流水にある部分ということで、

今回、もう抜本的に、それこそ抜本的に、工法も変えて蛇篭みたいな形……。 

本田一也都市計画課長補佐兼公園緑地係長 

今回の工法は、石灰をまぜた工法プラス、木で押さえる、例えば１メートルぐらいずつ木

を打ち込んでとめるタイプになりますんで、今話したのとは違います。 

以上でございます。（「田代公園」と呼ぶ者あり） 

次に、田代公園につきましてですけど、これについては抜本的な災害が起こったわけでは

なくて、前に課長が説明しましたけど、大型重機を――かなり田代公園の斜面の高さがある

んですね、８メートルか９メートルぐらいだったと思いますけど。 

そのくらいの斜面ですんで、下から重機をされませんので、盛り土をつくって重機を置か

なきゃならなかったということで、そこに盛り土をぼんと組んだんですよね。その撤去、今
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回それを撤去する分でございます。 

プラスアルファ、少し横の水路のほうに、やはり少しずつ崩れてきてましたんで、今回撤

去する分ですので、今回の災害とは直接的な関係はありません。 

以上でございます。 

飛松妙子委員 

わかりました。 

朝日山公園も昨年と同じ場所がっていうところで、今後もその可能性が、またほかのとこ

ろが出てくることも予想されますので、復旧工事に関しましては、やっぱり同じようなこと

が起きないような対策っていうものが必要になってくると思いますので、その辺はよく検討

していただいて対策のほうを図っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

松隈清之委員長 

暫時休憩します。 

                                          

  午後３時32分休憩 

                                          

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

                                          

  午後３時34分開会 

                                          

松隈清之委員長 

再開します。 

ほか、ありませんか。 

    〔発言する者なし〕 

ないようでしたら、これで質疑を終わります。（「委員長、議案外で」と呼ぶ者あり） 

議案外で。 

小石弘和委員 

議案外でございますが、素朴な質疑をさせていただきたいと思います。 

本会議で、久保山博幸議員が質問の際に、都市計画道路見直しの検討を再開するという答

弁を聞いたと思います。 

鳥栖駅周辺整備事業の方針については、市長さんが、はっきりとしたことを言わない中で

ね、都市計画道路見直しの検討だけ切り離して、進めることはできるのかと、お尋ねをした
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いわけです。 

検討懇話会を再開するというふうな答弁であったわけ。 

それを、要するに切り離してね、できるものかというふうな形をお伺いしたいと。 

わかる。 

藤川博一建設部次長兼都市計画課長 

先週金曜日、確かに久保山議員さんの御質問に、そういう答弁をさせていただいておりま

す。 

実は金曜日、また我々もその一方で、県庁とかにいろいろ、次回開催についてということ

で、懇話会、都市計画道路見直しのことについて協議に行っております。 

ただ、なかなか、やっぱ県庁からも、今小石議員から御指摘いただいたようなことを言わ

れまして。 

成果の出し方であるとか、完全な見直しの方針の決定にするのかと、そういうところを突

かれたと言いますか、県庁も非常に懸念をされております。 

特に、上層部が懸念をされているということで、鳥栖駅周辺整備についても、現在のって

いうか、断念したとはいえ、そのときの設計とかがベースになるというふうに考えています

ということも申し上げましたけれども、議会でも、確かに今言われたとおり、市としての考

え方を表明してないということもあって、なかなか条件つきの懇話会の答弁といいますか提

案なり、提言ということになるのではないかと。 

ちょっと言えば、鳥栖駅周辺整備の将来像がはっきりしたと、するべきであるというよう

な前提がつくんではなかろうかというふうな御指摘を受けましたので、久保山議員にもそう

いった御報告をしなければならないなと、思っておるところでございます。 

松隈清之委員長 

どうですか、小石委員。 

小石弘和委員 

実際、執行部としてはその懇話会を開く予定があるわけ。 

藤川博一建設部次長兼都市計画課長 

年明けにやろうと思っておりましたけれども、そういった御指摘もいただいていますので、

１月中に開催と思っておりましたが、日延べをしなければいけないかなと思っております。 

小石弘和委員 

しかし、それ切り離してできるわけやないやんね。 

一応、鳥栖駅周辺整備事業が白紙撤回になっとっとやから。断念しとっとやから、ね。 

道路懇話会の中に、それを盛り込むというふうなことは、おそらく私は、だめじゃないか
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なと思っているわけですよ。 

ですから、この懇話会を開く自体がね、私は間違っているんじゃないかなあと思うけど、

どうですか。 

藤川博一建設部次長兼都市計画課長 

非常に言いづらいことではあるんですけれども、実際、今度懇話会を開催する経費である

とか、資料の作成等の委託料につきまして、国の補助金もいただいております。 

それで、完全な市の決定事項になるかどうかは不透明ではあるんですけれども、何らか成

果を出す必要もあると思っております。 

懇話会から提案、提言をというところでとどまってしまうかもわかりませんけれども、そ

うしたものをいただいて、今後の道路の見直しとか、道路事業に関する考え方は市でも、一

定のものを獲得したいというふうに思っております。 

小石弘和委員 

いや、これはね、あくまでも県道でしょう。やっぱり県の指導が、非常に私は要ると思う

んですよ。市道であれば別に問題はないと思うんですけど、県道ですから。 

当然、やはりこれは鳥栖駅周辺整備が、結局白紙になっておりますから、この問題を、や

っぱ道路懇話会で切り離してするというようなことは、私はいかがなものかなというふうな

ことを言いたいと思います。 

以上です。 

松雪努建設部長 

この懇話会の予算につきましては、９月の議会で懇話会の予算を認めていただいておりま

す。 

先日の久保山議員への回答でも、いろんな関係機関との御意見を伺いながら成果の出し方

も含め検討させていただきたいということで、お答えを差し上げているところではございま

す。 

懇話会自体は、去年の11月から中断をしておりまして、本来ならことしの２月に開く予定

であったんですけれども、その12月の中断を受けて２月の開催を見送っております。 

それ以降、中断をしているような形でございますので、何らか、先ほど藤川も申し上げま

したように意見、助言、もしくはその前提条件つきでっていうところも含めたところで、ま

だ中断中でございますので、何らかの方向性の一端を見出すぐらいの形ででも一回終息をし

たいというふうに考えているところでございますので、そこは御理解をお願いしたいという

ふうに考えております。 

以上です。 
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齊藤正治委員 

関連で、いわゆるマスタープランが、今でき上がって、鳥栖駅とか何とかの全部消してあ

るとよね。 

修正してありながら、まだやっぱり鳥栖駅を中心とした云々って書いてあるけど。 

現実的には、その駅がどうのこうのやなしに、まちそのものがね、どうなのかっていうの

は一番問題であって、それの具体性がないんですよ。 

そこが、やっぱり今求められていたところだと思うんだけど、活性化の議論も、極端な話

言うと、僕は何回か言ったけど、それもしない――中心市街地をどうやって活性化するかっ

ていうね。 

結局、駅ができようとできまいと、にぎわい創出っていうのは、もう当たり前の話であっ

て。 

きょうは、もう経済部おらんけれども、商工ね、あれも中心市街地をどうしていくかって

いうそういったところもね、出てないっていうことですよね。 

そういったところを、やっぱり今後、３月の議会には間に合うごと、もうちょっとしっか

り煮詰めていただくということで、よろしくお願いしたいと思います。 

それから、もう一つ、市街地内の農地があると思いますけれども、市街地内の農地、今何

件ぐらいあるんですか。面積で言えば。（発言する者あり） 

わからんなら、後でいいですけど。 

農地の図面が、どこどこにあるかっちゅうのをいただければと思います。後でよか、まだ。 

松隈清之委員長 

資料でもらおうかな、口頭じゃわかりづらいやろうけん。（発言する者あり） 

古澤貴裕都市計画課庶務係長 

今、お尋ねいただいております市街化区域内の残存農地の面積でございますが、市街化区

域内が、トータルで1,874ヘクタールございますけど、そのうち農地として残っているのが約

111ヘクタールで、割合にしますと市街化区域全体に対して5.9％が残存農地として残ってい

るという状況でございます。 

以上でございます。（発言する者あり） 

松隈清之委員長 

休憩します。 

                                           

  午後３時44分休憩 
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∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

                                           

  午後３時44分開会 

                                           

松隈清之委員長 

再開いたします。 

よろしいですか。 

都市計画道路の部分は、今の回答は、議案外でしたけれども、答弁と食い違う部分が出て

くるっちゅうことですか。 

それはそれとして、とりあえずやりますってことですか。 

松雪努建設部長 

答弁は、その成果の出し方も含め検討させていただきますという答弁でございますので、

今我々申し上げていることとのそごはないものと思っております。 

松隈清之委員長 

ちなみに、９月に予算通っているじゃないですか。 

予算通る前に、県に話はなかったんですかね。 

松雪努建設部長 

行っております。 

たしか、２月に開催をする前の段階、要は中断をしますというところで県のほうには話し

に行って、予算を取る３月ぐらいにもう一回話には行っていると思っておりますが、そこか

ら、若干話が変わっているじゃないんですけれども、受けとめ方が変わっているのかなとい

う感触はございます。 

松隈清之委員長 

話をした上でやっているんであれば、何でそんな話に今なるのかなという気もするんです

けど、ここは余り深掘りせずに行きましょう。 

それでは、質疑を終わっておりますので、次に、国道・交通対策課関係議案の審査に入り

ますので、暫時休憩いたします。 

                                           

  午後３時46分休憩 

                                           

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 
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  午後３時49分開会 

                                           

松隈清之委員長 

再開いたします。 

                                           

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

                                           

松隈清之委員長 

審査に入ります前に、国道・交通対策課の職員の方になるね。御紹介をお受けいたします。 

増田義仁国道・交通対策課道路・交通政策係長 

すいません、国道・交通対策課、道路・交通政策係長をしています増田と申します。よろ

しくお願いします。 

                                           

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

                                           

  国道・交通対策課審査 

                                           

   議案乙第30号 令和元年度鳥栖市一般会計補正予算（第４号） 

                                           

松隈清之委員長 

それでは、国道・交通対策課関係議案の審査を始めます。 

議案乙第30号 令和元年度鳥栖市一般会計補正予算（第４号）を議題といたします。 

執行部の説明を求めます。 

中内利和国道・交通対策課長 

それでは、議案乙第30号 令和元年度鳥栖市一般会計補正予算（第４号）、国道・交通対策

課分について御説明させていただきます。 

委員会資料13ページをお願いいたします。よろしいでしょうか。 

それでは、歳出でございます。 

款８土木費、項２道路橋梁費、目１道路橋梁総務費、節２給料、節３職員手当、節４共済

費につきましては、給与改定及び人事異動に伴う人件費の補正でございます。 

節２給与170万6,000円の減額、節３職員手当等を125万1,000円の減額、節４共済費を83万

7,000円減額するものです。 
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済みません、以上で議案乙第30号 令和年度一般会計補正予算（第４号）について、国道・

交通対策課分の説明を終わります。 

御審議のほどよろしくお願いいたします。 

松隈清之委員長 

御審議と言われましてもね。質疑を行います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

それでは、質疑を終わります。 

もう、これにはないですか、議案外では。 

ないですか。 

内川隆則委員 

３号線。何も仕事しよらんごたっけん。 

ビアントスの前の橋のかけかえの工事が始まっているが、あれから先はどのぐらい話のい

きよるか教えてくれんかい。 

中内利和国道・交通対策課長 

先というのは、鳥栖拡幅の終点から先、その終点側の形ですね。ありがとうございます。 

その先については、一応今、要望としまして、こちらのほうで３号の期成会を久留米市な

どと一緒に取り組みをしていただいていまして、議会のほうでは議長のほうに、その中の会

員のほうになっていただいていまして、ことしも九州地方整備局の局長のほうの要望、それ

と本省の道路局のほうに要望活動をさせていただいております。 

以上です。 

内川隆則委員 

それば聞きたいために、わざわざ今質問したっちゃなかっちゃん。それ以上のことば聞き

たいために言いよっとたい。 

中内利和国道・交通対策課長 

今、八坂橋のかけかえをやっているのが、あそこに味坂スマートインターが令和５年に接

続するというのがもう決まっておりますので、それに合わせて交差点の部分を４車化しよう

ということで、今進められております。 

それで、鳥栖拡幅自体が、まだ用地買収が全て終わっているわけじゃないので、まだ令和

５年よりかかるような状態でありまして、多分鳥栖拡幅が終わるのと合わせて次の区間が事

業化するというような感じになってくるのかなというふうに考えております。 

内川隆則委員 

なってくるかな、なんて言わんちゃ、その勢いで、味坂インターがせっかくこっちまで来



 

- 87 - 

 

るというふうなことならば、その勢いで、どうせ角は削らないかんわけやけん。 

その勢いで、やっていきますぐらいな調子で答弁してくれんかい、せっかく国交省から来

とっとやけん。 

中内利和国道・交通対策課長 

そのつもりで努力して、要望活動は続けておりますので。 

あそこの交差点も、一部鳥栖拡幅の終点から、まだ今事業化しない部分ですね。 

その分も一部、将来見据えてすりつけるような形で、今、設計も見直しておりますので、

その部分も努力していきたいと思います、事業化に向けて。 

松隈清之委員長 

よろしいですか。 

    〔発言する者なし〕 

それでは、国道・交通対策課に対する質疑を終わります。 

                                           

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

                                           

松隈清之委員長 

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

現地視察につきましては、副委員長、特にないですか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

それでは、（発言する者あり） 

飛松妙子委員 

すいません。 

ウグメ田地区の冠水被害に遭った場所を歩いてその周辺を視察、一緒にできたらなと思う

んですが。（発言する者あり） 

いや、できたら、小さい用水路からも氾濫して上のほうが床上浸水になるとかいうのがあ

っていますので、実際その用水路の確認とか、その辺を一緒にして、対策とか。 

松隈清之委員長 

氾濫箇所の確認も含めてということで、氾濫した場所、用水路とか含めて。 

松雪努建設部長 

要は、今、さきほど図面で堆積分、流通業務団地のこっち側、原町との境のところを見て

いただこうと思っていたんですけど。そっから下に歩くっちゅうことですね。下のほうです

ね。それで、途中に水路が斜めに１本きています。 

そのあたりを見るということですね。 
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松隈清之委員長 

よろしいですか。 

じゃあ、現地視察につきましては、そういうことでお願いいたします。 

あすは、調整日となっておりますので、このままなしでいきます。 

18日が午前10時より現地視察になっておりますので、よろしくお願いいたします。 

じゃあ、終わります。 

                                           

  午後３時55分散会 
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  議事調査係主事  古賀 隆介 

 

５ 日程 

 

現地視察 

  曽根崎町ほか水路しゅんせつ工事箇所（曽根崎町） 

自由討議 

議案審査 

議案甲第55号 鳥栖市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の 

一部を改正する条例 

議案甲第56号 財産（土地）の処分について 

議案乙第30号 令和元年度鳥栖市一般会計補正予算（第４号） 

議案乙第32号 令和元年度鳥栖市農業集落排水特別会計補正予算（第１号） 

議案乙第33号 令和元年度鳥栖市産業団地造成特別会計補正予算（第２号） 

議案乙第34号 令和元年度鳥栖市水道事業会計補正予算（第１号） 

議案乙第35号 令和元年度鳥栖市下水道事業会計補正予算（第１号） 

〔総括、採決〕 

 建設経済常任委員会の閉会中の継続審査の件 

〔採決〕 

 

６ 傍聴者 

 

  な  し 

 

７ その他 

 

  な  し 
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  自 午前10時 

                                            

  現地視察                                      

   曽根崎町ほか水路しゅんせつ工事箇所（曽根崎町）                  

                                            

  至 午前10時45分 

                                            

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

                                            

  午前10時52分開会 

                                            

松隈清之委員長 

本日の建設経済常任委員会を開きます。 

                                          

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

                                          

  自由討議 

                                          

松隈清之委員長 

これより、委員間での自由討議を行います。 

今回付託されました議案を含め、委員間で協議したいことがございましたら御発言をお願

いいたします。 

西依義規委員 

すいません、皆さん現地視察、お疲れさまでした。 

特定のテーマというわけじゃないんですけど、委員会が新しくなったということもありま

して、例年、例えば行政視察に行ったりするテーマを決めるのがばたばたとあるんで、でき

たら１年間のテーマを、こういうことでやっていきましょうというのを決めさせていただい

て、その関連した行政視察なり、執行部へのヒアリングなりとか、もし鳥栖市民のどっかの

団体に行く、聞くなら聞きに行くような形でテーマを決めて、１年間の所管事務調査をでき

たらなあと思うんですが。 

それについて、皆さんの御意見をお聞きしていただきたいと思います。 

松隈清之委員長 
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きょう、終わる前に閉会中の継続審査について、議長に申し出することになると思うんで

すけれども、閉会中の継続審査のテーマとしても何か、各委員から御意見があればお願いい

たします。 

飛松妙子委員 

現地視察、お疲れさまでした。 

本日も現地視察で、しゅんせつ作業場所を拝見させていただきましたが、やっぱり災害対

応を今後考えたときにいろんなところで行っていらっしゃる災害対策を視察できればなと思

っております。 

一つ思っているのが、工事も、そういうしゅんせつ作業とか工事とかも必要なんですが、

個人個人ができることで、例えば雨が降ったときに、各個人の家で――何でしたっけ。たら

いじゃなくて。 

何て言うのでしたか、忘れてしまいました。 

水をためるようなものを各個人が、貯水池、各自宅でできるような貯水池をしている地域

もあるとお聞きしているので、そういうのを視察しながら、鳥栖市としてそれが取り入れる

ことができるのかどうかわかりませんが、どういう効果があるのかとかいうのを勉強させて

いただければなと思うんですが、いかがでしょうか。 

松隈清之委員長 

災害対策についてをテーマとして、この委員会、そのテーマが終わればまた次のテーマで

しょうけど。 

２年間ありますんで、その間に災害対策についていろんな協議で、何かいい方法があれば

執行部のほうに提案していくような形でという御意見ですけど、何かほかに御意見ございま

すか。 

西依義規委員 

そうですね、きょう決めて、きょうテーマが、ちっと決めれば一番理想的でしょうけど。 

例えば、１月ぐらいに持ち寄っていただくとかで決定して、２月に、現状を執行部にヒア

リングをするとかいう形でもいいのかなと思うんで。 

とりあえず、今の案は一つ案として、例えば都市計画道路とか市街化調整区域とか、経済

でもいっぱいあるんで、皆さん方の、もしこんなことはっていうのがあれば、そこも含めて

決めるのはどうかなと思いますが。 

松隈清之委員長 

そのときそのとき、またこれをやりたいということであれば、またそれを言っていただい

て結構だと思いますし、今、災害対策のものについて皆さんでコンセンサスがとれれば、そ
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れはそれで進めていって。 

例えば、都市計画道路、今見直しを再開しようかどうかみたいな話もあってましたんで、

その議論もやろうっていうことになれば、また並行してやっていくこともできますんで。 

まず、現時点で、じゃあ災害対策について、皆さんがいいということであれば、例えば地

震もいろいろあるんで、まず一番鳥栖で頻度としては水害が多いと思われますんで、じゃ、

水害対策についてとか、具体的に絞って進めていければなと思いますけど、どうでしょうか。 

内川隆則委員 

今、水害の話の直後やけん、水害の話ばっかりしよるばってんね。 

３号線、34号線がこれだけ渋滞しよってね、遅々として進まないというふうな話もあるし、

かといって一方じゃ、市内の道路は区長さんたちの要望になかなか応え切れないというふう

なこともあって、それだけの予算が、国、県、市の予算が伴っていないというふうなことは、

もう通年的な話であって、こういうものをどういうふうにしたら解決できるかというふうな

ことは、水害の話は今ありよる話であって、私はそっちのほうが――もう重点的にやるとす

れば、そっちのほうだというふうな、ウエートがあると思う。 

松隈清之委員長 

道路ですね。 

国・県・市道を含めて道路問題。 

予算をいかに、結局お金がないとできない話なんで、そういう予算を獲得するようなお願

いをし、委員会としてやっていくのか、あるいは執行部に対して、もっとその配分をふやせ

というような持っていき方していくのかね。 

その両方も含めてでしょうけどね。 

今２案、出てきておりますけれども。 

古賀和仁委員 

今、せっかく市のほうも、都市計画マスタープランができ上がりつつありますので、今パ

ブコメの状況です。 

この中で、特に内川議員も言われたけど道路問題。道路問題の中でも特に市街化区域の中

の生活道路、この部分についての取り組みがどちらかというと鳥栖市はおくれているんじゃ

ないかと。セットバックだけをね、基本としたような施策をやっていくと100年たってもきれ

いにならないという状況ですので、これについては真剣にやっぱ取り組んでいくべきじゃな

いかと、私はそういうふうに思っております。 

松隈清之委員長 

今、市街化区域内の生活道路、議論していくべきだと。 
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小石弘和委員 

まず、結局予算の増額をね、やはり要求すべきですよ。 

何せ、その生活道路をどうするこうする、市街化区域の道路をどうするっちゅうても、今、

土木費がたった26億円しかないんですよ。 

ですから、まず建設経済常任委員会やったら、維持管理課とか建設課とか、都市計画課―

―私も一般質問で申し上げたように、やはり増額をしていただけんことにはね、何もできな

いと思う。 

いくら遠吠えしても、やはり予算増額が一番大事なもんやないかなと。 

もう、これ10年ぐらい前は60億円ぐらいあったんです、土木費がね。 

これ結局ずうっと下がってきて、今年度は要するに26億円ぐらいですよ。 

そういうふうな関係で、結局予算を獲得してそういうふうなものに使える、ね。 

３号線でも一緒ですよ。 

やはり３号線、ビアントスの下からどうするかという事業化をね、早く進めてもらわんと、

これで打ち切りなんですよ。 

そういうふうなことも含めて、予算増額と、国からの、やっぱそういうふうな国道、県道、

そういうなもの自体が、やはり勉強して、要求していくというふうなことが一番、この建設

経済常任委員会の中で大事じゃないかなと、私はそう思います。 

以上です。 

松隈清之委員長 

予算ですね、国、県に関しては、これまでも議会として、委員会としての要望、陳情に行

かれたりしてますんで、これ引き続き、皆様方のコンセンサスがあればやっていきたいと思

いますし、一つは市ですよね。 

市として、道路関係予算をもうちょっと拡充させるべきだということであれば、またそう

いうことも言っていかないかんと思うんですけど。 

内川隆則委員 

今の話の切り口は、年間のテーマを決めたほうがというふうな話から、今来とると思うば

ってん。 

俺は年間のテーマを決めるなら、水害よりも道路じゃないかというふうな思いで言ったわ

けやけん。 

ただ、水害でもね、年間考えていかないかんのは、今、真木町のごみ処理場の話がありよ

っけど、筑後川のしゅんせつもね、もう50年ぐらいたっとっけんがせないかんとよ。 

せんと、支流からの川の水が流れ切らないように、だんだんなってしまうわけよね。 
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もう、諫干と一緒。 

だから、何十年かに一遍はそういうやつをやらないかんということと、線状降水帯と言う

ならば、それは、もう排水機能取りかえを、するとかいうふうなやつを、年間通してやらな

いかん話は話としてあるけんが、そっちはそっちでね、年間のテーマはあろうけど。 

だから、テーマを決めたほうがいいのかどうかというふうなことも、私は思う。 

西依義規委員 

今まで総務で、向こうで副委員長しよったときも、やっぱ行政視察が結構困るんですね。 

テーマがあったほうが打ち込みやすいんで、もちろんそこでも何カ所か行くんで、やっぱ

２つでもいいのかなという感じで、災害と道路みたいな感じで。 

あとは、ウエート的に皆さんが、どう思われるかなあと思いながら。 

松隈清之委員長 

今、言われるように、別に１つに絞る必要はないと思いますんで、あとは一つの、今言わ

れたように予算だとか道路とか、委員会の中で議論して、一定の方向性とか、あるいは何を

するべきなのかっていうのが決まればそれはそれでまたいいと思いますし、そこにいろんな

調査とかしながら時間がかかるようであれば、長期間要するものもあると思うんですよね。 

だから今、道路と災害対策、大きく２点ありますんで、何か、齊藤委員、どうぞ。 

齊藤正治委員 

人口減対策ですたいね、これについて、例えば中心市街地をどうしていくのか、空洞化し

ているやつをどうしていく、空き家対策もいろいろ言っているけど、現実的にはそんなに動

いている話でもないし、だから、そういったところをどうするのか。 

それと、市街地内の農地をどうやったら家が建てられるようにするのかと、そういったこ

とをトータルで考えて人口減に対する対策を今やっていかないとなかなか将来的に、マスタ

ープランはどうとか線引きがどうとか言うけど、今できるやつが人口減対策としてあるわけ

ですよね。 

だから、そういったものも、やっぱり抽出しながら取り組んでいくような形でも私はする

べきじゃなかろうかと思います。 

今、いろいろあるのはありますけれども、結局は人がふえないことには――今、若干ふえ

ておりますけれども。 

まだまだ伸びる余地はあるわけで、そこを、もう少し掘り下げて、各分野にわたり問題点、

あるいはそういったことをどうやったらふやしていけるかっていうのを一つのテーマとして

はいいんじゃなかろうかと思っております。 

松隈清之委員長 
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そうですね、いわゆる、この建設経済常任委員会でできる人口減対策、それが空き家対策

なのかそういったのも含めた、それも一つのテーマとしても、どれに絞るとかっていうのは

別になくても、１回の委員会で３テーマ少しずつやっていくことでも構いませんので。 

どれもお聞きして、それなりに重要な問題かなと思いますんで、大きく水害対策、あるい

は道路問題、あるいは人口減少とか対策、３つなら３つできるところからでもやっていくっ

ていうことでよろしいですか、じゃあ。 

また、先ほど申し上げましたように旬の、何かこれは、今やらないかんということがあれ

ば随時またやっていきますし。 

小石弘和委員 

一応、ある程度の案が出たから、それ正副で調整をしていただいてやっていただきたいと

思うんですけど、私はそれでいいと思います。 

松隈清之委員長 

それでは、またそこは正副で話していきますし、１月ぐらいにまた御案内できればと思う

んですけれども、そのときまでに、具体的にこういうところの事例が、要は参考にしていき

ながらこういう取り組みできないかっていうふうに、市とか県とか持っていかないと、話だ

けをしとってもなかなか先には進まないんで。 

そういう、先進地の事例等があれば正副委員長のほうに申し入れていただければ、またそ

れを参考にしながらやっていきたいと思います。 

齊藤正治委員 

先ほど、予算の、国、県、市の予算がありましたけれども、その前に、例えば、佐賀国道

なら佐賀国道、あるいは県の道路課、筑後川の河川、そういったところとやっぱり勉強会を

しながら、それでもう少し委員会として、そういった職員と親しくなりながら何でも話せる

状況をつくっていくというようなことの中でいろんな問題が解決してくる、方策は教えてい

ただけると思いますんで、そういったことをね、定期的にどこかとやっていけたらいいかな

というふうに思いますけど。 

松隈清之委員長 

それぞれ国、県の担当部署等との意見交換みたいなものも、調整がつけばやっていきたい

と思いますけど、まずそれにしても、やっぱ議会が幾ら言っても執行部が違う考え持っとっ

たら、なかなか話ができと思うんですね。 

いや、議会さんから言われても鳥栖市さんがどう言っているんですかっていう部分がある

んで。 

やっぱ、一定鳥栖市、議会と執行部あわせて、こういった問題に対してやっぱり一丸でや
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っていかないかんので、そこは、もう執行部も含めてそこら辺の意識の統一ができてからこ

う、できるようにも含めてですね。 

国、県のそういった組織とも意見交換をしていきたいと思います。 

じゃあ、そういったことで、閉会中取り組んでいくっちゅういうことでよろしいですかね。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

ありがとうございます。 

ほかに自由討議、何かございますか。 

    〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

それでは、以上で自由討議を終わります。 

執行部準備のため、暫時休憩いたします。 

                                           

  午前11時11分休憩 

                                           

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

                                           

  午前11時15分開会 

                                           

松隈清之委員長 

再開します。 

                                          

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

                                           

  総   括                                    

                                           

松隈清之委員長 

これより総括を行います。 

議案に対する質疑は終了しておりますが、総括的に御意見、御要望があれば御発言をお願

いいたします。 

    〔発言する者なし〕 

よろしいですか。 

ないようでございますので、総括を終わります。 
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∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

  採   決 

                                           

松隈清之委員長 

これより採決を行います。 

                                           

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

                                           

   議案乙第30号 令和元年度鳥栖市一般会計補正予算（第４号） 

                                           

松隈清之委員長 

議案乙第30号 令和元年度鳥栖市一般会計補正予算（第４号）についてお諮りいたします。 

本案中、建設経済常任委員会に付託された関係分につきましては、原案のとおり可決する

ことに御異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

御異議なしと認めます。よって本案中、建設経済常任委員会に付託された関係分は原案の

とおり可決されました。 

                                           

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

                                           

   議案乙第32号 令和元年度鳥栖市農業集落排水特別会計補正予算（第１号） 

                                           

松隈清之委員長 

続きまして、議案乙第32号 令和元年度鳥栖市農業集落排水特別会計補正予算（第１号）

についてお諮りいたします。 

本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                          

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

                                          

   議案乙第33号 令和元年度鳥栖市産業団地造成特別会計補正予算（第２号） 
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松隈清之委員長 

続きまして、議案乙第33号 令和元年度鳥栖市産業団地造成特別会計補正予算（第２号）

についてお諮りいたします。 

本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                           

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

                                           

   議案乙第34号 令和元年度鳥栖市水道事業会計補正予算（第１号） 

                                           

松隈清之委員長 

続きまして、議案乙第34号 令和元年度鳥栖市水道事業会計補正予算（第１号）について

お諮りいたします。 

本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                           

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

                                           

   議案乙第35号 令和元年度鳥栖市下水道事業会計補正予算（第１号） 

                                           

松隈清之委員長 

続きまして、議案乙第35号 令和元年度鳥栖市下水道事業会計補正予算（第１号）につい

てお諮りいたします。 

本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                           

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 
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   議案甲第55号 鳥栖市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の 

一部を改正する条例 

                                           

松隈清之委員長 

続きまして、議案甲第55号 鳥栖市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部

を改正する条例についてお諮りいたします。 

本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                           

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

                                           

   議案甲第56号 財産（土地）の処分について 

                                           

松隈清之委員長 

続きまして、議案甲第56号 財産（土地）の処分についてお諮りいたします。 

本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                           

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

                                           

松隈清之委員長 

以上で、当委員会に付託された議案の審査は全て終了いたしました。 

本日、議決した本案に対する委員長報告の作成等につきましては、正副委員長に御一任願

いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 

                                           

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

                                           

  建設経済常任委員会の閉会中の継続審査の件 
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松隈清之委員長 

続きまして、建設経済常任委員会の閉会中の継続審査の件を議題といたします。 

お諮りいたします。 

お手元に配付の事件につきまして、委員会として、なお検討調査を要するため閉会中の継

続審査といたしたいと思います。 

以上のとおり、議長に申し出することに御異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

御異議なしと認めます。よって、以上のとおり申し出することに決しました。 

                                           

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

                                           

松隈清之委員長 

以上で、全ての日程が終了いたしました。 

これをもちまして建設経済常任委員会を閉会いたします。 

                                            

  午前11時18分散会 
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 鳥栖市議会委員会条例第29条の規定によりここに押印する。 

                                           

             鳥栖市議会建設経済常任委員会年長委員  小  石  弘  和    

                                           

             鳥栖市議会建設経済常任委員長  松  隈  清  之    

  



 

 

 


